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H26 119-
2

03_医療・福
祉

都道府県 静岡県 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

介護保険法第78条の４第３項
指定地域密着型サービスの事
業の人員、設備及び運営に関
する基準（平成18年厚生労働省
令第34号）第１条第３号、第66条
第２項
障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法
律第30条第２項
障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法
律に基づく指定障害福祉サービ
スの事業等の人員、設備及び運
営に関する基準（平成18年厚生
労働省令第171号）第１条第４
号、第94条の２第２号

小規模多機能型居宅介
護事業所での障害者受
入基準（通所利用定員）
を定める条例に係る基準
の緩和

介護保険法の指定小規模多機能型居宅介護事業所を、
障害者総合支援法の基準該当生活介護事業所・基準該
当短期入所事業所として利用する際の通所利用定員に
ついては、介護保険法第78条の4第3項の規定により厚
生労働省令で定める基準に従い市町村条例で定めるこ
ととされている。合理的な理由がある範囲内で、地域の実
情に応じて必要な内容を各市町村条例で定めることがで
きるようにするため、当該「従うべき基準」を「参酌基準」又
は「標準」に改めることを求める。

【提案の背景】
介護保険制度の定着に伴い、高齢者介護サービスの基盤整備が進む一方で、障害福祉サービスが身近
にない、または施設まで通うことが困難な場合があるなどの課題も生じている。平成26年３月現在、本県に
おいては、支給決定を受けたが障害サービスを受けていない障害者が、生活介護は142人、短期入所は
4,557人いる状況である。障害のある方が住みなれた地域でサービスを受けられるようにするためには、高
齢者施設での障害のある方の受入を促進していく必要がある。一方、障害者総合支援法の基準該当制度
を活用可能な事業所は、平成22年度に０箇所であったものが、現在15箇所と増加し、今後も増えていくこ
とが見込まれている。
【制度改正の必要性】
介護保険法の小規模多機能型居宅介護事業所において、障害者総合支援法に基づく基準該当生活介
護・基準該当短期入所を受け入れる場合、その通いの利用定員は高齢者、障害者あわせて15人以下とさ
れているが、現状では、高齢者の通いの利用者は定員に対して飽和状態のため、障害者の受入が不可
能となっているケースも多い。障害者を受け入れる場合には、通所利用定員を増やすことを可能とすること
により、障害者の受け入れを促進することができる。
【懸念への対応】
通所利用定員を増やすことによる介護の質の低下が懸念されるが、介護保険法に基づく人員基準は遵守
されるため介護の質の低下は防ぐことができる。
また、増やす定員数を３人以下（通所利用定員を18人以下）とすることで、影響を最小限にすることができ
る。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 220-
1

06_環境・衛
生

中核市 尼崎市 環境省 B　地方
に対する
規制緩和

平成１８年１月１３日付環廃対発
第060113001号 廃棄物対策課
長通知「廃焼却炉の円滑な解体
の促進について」
循環型社会形成推進交付金交
付取扱要領　１４（３）改良・改造
に係る事業

循環型社会形成推進交
付金（廃焼却施設解体及
び廃棄物処理施設の改
良等）の補助要件の緩和

【廃焼却施設解体及び廃棄物処理施設の改良等に係る
補助要件の緩和】
現在、廃焼却炉解体と廃棄物処理施設整備を一体とし
て行う事業では、経費の約60%が支援されるが、跡地利
用計画がなく更地にする場合は、経費の約30%の支援
（特別交付税措置）のみとなっている。
また、廃棄物処理施設の改良・改造については、交付基
準が「整備により二酸化炭素の排出量が3%以上削減され
るもの」とされており、既に先駆的施設を導入した自治体
においては、大幅に削減することは困難である。
上記2点の基準等の緩和をお願いしたい。

廃焼却炉解体について
【制度改正の必要性】現在、尼崎市では、廃止し未撤去の焼却施設が2施設ある。本来であれば旧施設を
解体の上、建替えるべきであったが、環境基準の強化等により以前の敷地では建てられず、やむなく他の
土地に新設炉を建設したためで、両施設ともに解体せず放置されている。しかし、施設の老朽化が進み、
次期施設の建設計画も未策定の中、外壁等の崩落など危険な状態にあり、解体のみを先行して行えるな
ら実施したいのが現状である。
跡地については次期施設の用地として確保しておく必要があり、他の施設を建設することはできない。ま
た、逼迫する地方財政の現状を考えた場合、財源についてはできるだけ確保しなければならない。特別
交付税についても全額が配分される保障はなく、確実的な財源と見なせない状況である。

廃棄物処理施設の改良・改造の交付要綱について
【制度改正の必要性】焼却工場については、そのまま維持した場合、17年ほどで寿命を迎えるため、建設
から8年目頃に大規模な改良・改造を行い延命するのが通常であるが、現在の要綱上、年間CO2排出量
について3%以上の改善が必要となっている。現在、尼崎市で主に稼動している第2工場の年間CO2排出
量は2,130t（24年度）で、既にCO2削減効果の高い施設となっており、3%相当の効果を出すため尼崎市で
はメーカーと検討を重ねたが、
・費用が莫大に係ること
・莫大な費用をかけても達成できるかはわからないこと
などの理由により、交付申請を見送っている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 220-
2

06_環境・衛
生

中核市 尼崎市 環境省 B　地方
に対する
規制緩和

平成１８年１月１３日付環廃対発
第060113001号 廃棄物対策課
長通知「廃焼却炉の円滑な解体
の促進について」
循環型社会形成推進交付金交
付取扱要領　１４（３）改良・改造
に係る事業

循環型社会形成推進交
付金（廃焼却施設解体及
び廃棄物処理施設の改
良等）の補助要件の緩和

【廃焼却施設解体及び廃棄物処理施設の改良等に係る
補助要件の緩和】
現在、廃焼却炉解体と廃棄物処理施設整備を一体とし
て行う事業では、経費の約60%が支援されるが、跡地利
用計画がなく更地にする場合は、経費の約30%の支援
（特別交付税措置）のみとなっている。
また、廃棄物処理施設の改良・改造については、交付基
準が「整備により二酸化炭素の排出量が3%以上削減され
るもの」とされており、既に先駆的施設を導入した自治体
においては、大幅に削減することは困難である。
上記2点の基準等の緩和をお願いしたい。

廃焼却炉解体について
【制度改正の必要性】現在、尼崎市では、廃止し未撤去の焼却施設が2施設ある。本来であれば旧施設を
解体の上、建替えるべきであったが、環境基準の強化等により以前の敷地では建てられず、やむなく他の
土地に新設炉を建設したためで、両施設ともに解体せず放置されている。しかし、施設の老朽化が進み、
次期施設の建設計画も未策定の中、外壁等の崩落など危険な状態にあり、解体のみを先行して行えるな
ら実施したいのが現状である。
跡地については次期施設の用地として確保しておく必要があり、他の施設を建設することはできない。ま
た、逼迫する地方財政の現状を考えた場合、財源についてはできるだけ確保しなければならない。特別
交付税についても全額が配分される保障はなく、確実的な財源と見なせない状況である。

廃棄物処理施設の改良・改造の交付要綱について
【制度改正の必要性】焼却工場については、そのまま維持した場合、17年ほどで寿命を迎えるため、建設
から8年目頃に大規模な改良・改造を行い延命するのが通常であるが、現在の要綱上、年間CO2排出量
について3%以上の改善が必要となっている。現在、尼崎市で主に稼動している第2工場の年間CO2排出
量は2,130t（24年度）で、既にCO2削減効果の高い施設となっており、3%相当の効果を出すため尼崎市で
はメーカーと検討を重ねたが、
・費用が莫大に係ること
・莫大な費用をかけても達成できるかはわからないこと
などの理由により、交付申請を見送っている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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03_医療・福
祉

一般市 萩市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

介護保険法第70条
障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法
律第36条

介護保険サービス事業
所や福祉サービス事業
所の指定・許可に係る市
町村長との事前協議制の
確立

通所介護事業所や住宅型有料老人ホーム、障害者福祉
サービス等を整備する場合について、都道府県が市町
村に対して事前協議を実施することを定める規定の設置
を求めるもの。

【支障事例】
市町村においては、介護保険サービスや障害者福祉サービスについて、中期的な見通しに基づき施設
の設置やサービス量の確保の計画を住民の参加を得て策定し、介護保険については、それに基づき介
護保険料の設定等を行い、計画的な運営を実施している。
近年、住宅型有料老人ホームに併せ通所の介護サービス事業を展開する事業者の進出や新らたな障害
者福祉サービスを展開する事業者が増加傾向にあるが、これらのサービス事業についての指定・許可の
権限は、地域密着型サービスを除いて市町村にはなく、都道府県において行われている。
市町村が策定している計画を考慮することなく、指定・許可の決定を行うことで、新たな事業展開により事
業費が市町村の計画数値を上回り、市の負担や介護保険料の増加が見込まれる。
【制度改正の必要性】
このように福祉サービス事業の指定・許可は、市町村の財政負担や介護保険料の増加等多大な影響を及
ぼすため、全ての福祉施設の設置及びサービス事業の開始について市町村長との事前協議制の確立を
図り、市町村長の意見を十分に考慮した指定・許可を行うことができるように制度改正することが必要であ
る。少なくとも、例外なく市町村へ事前情報の提供を行うように制度改正することが必要である。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html



502 / 528 ページ

URL

国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 資料等

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

６【厚生労働省】
（12）介護保険法（平９法123）
（ⅱ）介護保険事業の健全かつ円滑な運営のため、介護サービス事業所の指定の状況の共有
等、都道府県及び関係市町村が日常的に十分な連携を図ることが望ましいことについて、地
方公共団体に改めて周知する。
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03_医療・福
祉

一般市 萩市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

介護保険法第70条
障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法
律第36条

介護保険サービス事業
所や福祉サービス事業
所の指定・許可に係る市
町村長との事前協議制の
確立

通所介護事業所や住宅型有料老人ホーム、障害者福祉
サービス等を整備する場合について、都道府県が市町
村に対して事前協議を実施することを定める規定の設置
を求めるもの。

【支障事例】
市町村においては、介護保険サービスや障害者福祉サービスについて、中期的な見通しに基づき施設
の設置やサービス量の確保の計画を住民の参加を得て策定し、介護保険については、それに基づき介
護保険料の設定等を行い、計画的な運営を実施している。
近年、住宅型有料老人ホームに併せ通所の介護サービス事業を展開する事業者の進出や新らたな障害
者福祉サービスを展開する事業者が増加傾向にあるが、これらのサービス事業についての指定・許可の
権限は、地域密着型サービスを除いて市町村にはなく、都道府県において行われている。
市町村が策定している計画を考慮することなく、指定・許可の決定を行うことで、新たな事業展開により事
業費が市町村の計画数値を上回り、市の負担や介護保険料の増加が見込まれる。
【制度改正の必要性】
このように福祉サービス事業の指定・許可は、市町村の財政負担や介護保険料の増加等多大な影響を及
ぼすため、全ての福祉施設の設置及びサービス事業の開始について市町村長との事前協議制の確立を
図り、市町村長の意見を十分に考慮した指定・許可を行うことができるように制度改正することが必要であ
る。少なくとも、例外なく市町村へ事前情報の提供を行うように制度改正することが必要である。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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10_運輸・交
通

都道府県 香川県 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

地域公共交通確保維持改善事
業費補助金交付要綱別表６ロ
①、別表21

地域公共交通確保維持
改善事業における補助
要件の緩和や弾力的な
運用

地域公共交通確保維持改善事業について、地域の実情
に応じた柔軟な活用が可能となるよう、地域内フィーダー
系統補助の補助対象路線及び利用環境改善促進等事
業の補助要件について、緩和や弾力的な運用を図るこ
と。

【地域内フィーダー系統補助】
平成２３年度に創設された「地域内フィーダー系統補助」において補助対象とされるフィーダー系統は、輸
送量が１５人～１５０人／日などの要件を満たす「地域間幹線バス系統」と接続することが要件(要綱別表６
ロ①)となっているが、本県の西讃地域のように、鉄道はあっても地域間幹線バス系統がない地域において
は、十分な活用ができない状況にあるので、国庫補助対象であるバス路線の部分に鉄道を含める等、地
域の実状に合わせ柔軟に運用できるようにしていただきたい。
そうすることにより、市町におけるバス路線の確保維持費が年々増加する中で、補助メニューの充実により
住民の利便性の向上に資するバス路線の一層の充実が図れる。
【利用環境改善促進等事業】
公共交通の利用環境改善の面では、Ｓｕｉｃａをはじめとした全国１０交通系ＩＣカードの相互利用が始まった
が、県内の地方鉄道やバスに普及しているＩＣカードとの間では、相互利用ができない状況にある。ＩＣカー
ドの共通化を図るためにも本制度の活用を図りたいが、補助対象となるＩＣカードシステムは新規に導入さ
れるものに限定されており活用ができない。また、導入済みのＩＣカードは、普及促進や利用対象の拡充に
ついても制度の利用ができない状況にある。(要綱別表21（鉄道）)そのため、「ICカードシステム導入その
他・・・」の部分をICカードシステムの導入や高度化（共通化）に要する経費その他・・・」等に変更していた
だきたい。
そうすることにより、カード利用の普及促進により地域における人の移動の円滑化が図られ、公共交通の
利用の増加に資するものと考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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都道府県 香川県 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

地域公共交通確保維持改善事
業費補助金交付要綱別表６ロ
①、別表21

地域公共交通確保維持
改善事業における補助
要件の緩和や弾力的な
運用

地域公共交通確保維持改善事業について、地域の実情
に応じた柔軟な活用が可能となるよう、地域内フィーダー
系統補助の補助対象路線及び利用環境改善促進等事
業の補助要件について、緩和や弾力的な運用を図るこ
と。

【地域内フィーダー系統補助】
平成２３年度に創設された「地域内フィーダー系統補助」において補助対象とされるフィーダー系統は、輸
送量が１５人～１５０人／日などの要件を満たす「地域間幹線バス系統」と接続することが要件(要綱別表６
ロ①)となっているが、本県の西讃地域のように、鉄道はあっても地域間幹線バス系統がない地域において
は、十分な活用ができない状況にあるので、国庫補助対象であるバス路線の部分に鉄道を含める等、地
域の実状に合わせ柔軟に運用できるようにしていただきたい。
そうすることにより、市町におけるバス路線の確保維持費が年々増加する中で、補助メニューの充実により
住民の利便性の向上に資するバス路線の一層の充実が図れる。
【利用環境改善促進等事業】
公共交通の利用環境改善の面では、Ｓｕｉｃａをはじめとした全国１０交通系ＩＣカードの相互利用が始まった
が、県内の地方鉄道やバスに普及しているＩＣカードとの間では、相互利用ができない状況にある。ＩＣカー
ドの共通化を図るためにも本制度の活用を図りたいが、補助対象となるＩＣカードシステムは新規に導入さ
れるものに限定されており活用ができない。また、導入済みのＩＣカードは、普及促進や利用対象の拡充に
ついても制度の利用ができない状況にある。(要綱別表21（鉄道）)そのため、「ICカードシステム導入その
他・・・」の部分をICカードシステムの導入や高度化（共通化）に要する経費その他・・・」等に変更していた
だきたい。
そうすることにより、カード利用の普及促進により地域における人の移動の円滑化が図られ、公共交通の
利用の増加に資するものと考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 451-
1

03_医療・福
祉

都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限
移譲

医師法第16条の2第1項に規定
する臨床研修に関する省令第
13条等
歯科医師法第16条の第一項に
規定する臨床研修に関する省
令第13条等

医師等の臨床研修施設
等の指導監督の移譲

都道府県は、管轄する地域における各病院の募集定員
について、各病院の研修医の受入実績、地域の実情等
を勘案して必要な調整を行うことができることから、臨床
研修施設としての病院に対する実地調査等についても
都道府県で行ったほうが、より地域の臨床研修施設の状
況を把握ができるため、移譲を提案する。

都道府県の募集定員の調整については、現在は病院の増員希望、募集状況、採用実績など、病院から
の提供された情報を基に判断せざるを得ない状況であるが、臨床研修施設の実地調査等ができるように
なれば、病院の研修体制などを把握することができ、より地域医療の実情を踏まえた調整を行えるようにな
る。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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URL

国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 資料等

６【厚生労働省】
（13）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平17法123）
（ⅱ）障害福祉サービス事業の健全かつ円滑な運営のため、障害福祉サービス事業所の指定
の状況の共有等、都道府県及び関係市町村が日常的に十分な連携を図ることが望ましいこと
について、地方公共団体に改めて周知する。

－ － － － － －

６【国土交通省】
（20）地域公共交通確保維持改善事業費補助金
（ⅲ）利用環境改善促進等事業については、ICカードシステムの相互利用化・片利用化を図る
事業も補助対象であることを、地方公共団体に通知する。

【国土交通省】利用環境改善 促進等事業 の補助対象経費（ＩＣカード
システム ）について（平成27年2月24日付け鉄道局 鉄道事業課地域
鉄道支援室事務連絡）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_343-
2

４【厚生労働省】
（３）医師法（昭23法201）
（ⅲ）臨床研修病院に対する実地調査については、任意の調査として実施可能であることを、
都道府県に周知する。

（４）歯科医師法（昭23法202）
（ⅱ）臨床研修施設に対する実地調査については、任意の調査として実施可能であることを、
都道府県に周知する。

【厚生労働省】医師臨床研修に関するQ&A（都道府県編）
【厚生労働省】歯科医師臨床研修制度に関するＱ&Ａ

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_451-
1
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関係府省 具体的な支障事例
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提案団体
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提案
団体

年

H26 457-
1

10_運輸・交
通

都道府県 神奈川県 国土交通省
（観光庁）

A　権限
移譲

国際観光ホテル整備法第３条及
び第18条

観光振興等に係る事務・
権限の都道府県への移
譲
（国際観光ホテル整備法
に関する事務、観光地域
づくり相談窓口）

・国際観光ホテル整備法に関する登録実施事務の移譲
・観光地域づくり相談窓口の移譲

【国際観光ホテル整備法に関する登録実施事務の移譲】
国際観光ホテル整備法に基づく登録ホテル又は登録旅館（以下、「登録ホテル等」という。）を営むものに
対し、観光庁長官又は都道府県知事はその事業に関し報告をさせ、また、立入検査を実施できる（法第44
条第１項及び第３項）こととなっているが、登録とその後の報告・検査の実施主体が一致しない場合があり
得ることから、登録ホテル等にはわかりにくい制度である。また、現在、登録は地方運輸局が行っている
が、地方運輸局は全国に10か所（神戸運輸監理部を含む）しかなく、各種登録や相談を行う者にとっては
不便であることから、登録を受けようとするホテル・旅館の利便性を考えると、都道府県への移譲が適切で
ある。
（参考）
神奈川県における国際観光整備法登録ホテル（全登録数及び新規登録数）の年次推移（当課でわかる範
囲の約５年ごとの推移）
H17：ホテル49件　旅館53件、H22：ホテル41件　旅館47件、H26現在：ホテル42件　旅館46件
なお、新規登録数の詳細は不明。
国際観光ホテル整備法第12条、第13条、第44条第1項及び第3項における指示・報告の実績は無し。検
査は国の依頼に基づき、平成24年度まで年間５～10件程度(H25は国から依頼なし)
【観光地域づくり相談窓口の移譲】
観光圏整備法に基づく観光圏整備実施計画の認定など、国の観光地域作り事業には地方の実情に合わ
ない制度があるため、相談窓口を地方に移譲するとともに、事業実施上の都道府県の裁量範囲を広げる
必要がある。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 457-
2

10_運輸・交
通

都道府県 神奈川県 国土交通省
（観光庁）

A　権限
移譲

国際観光ホテル整備法第３条及
び第18条

観光振興等に係る事務・
権限の都道府県への移
譲
（国際観光ホテル整備法
に関する事務、観光地域
づくり相談窓口）

・国際観光ホテル整備法に関する登録実施事務の移譲
・観光地域づくり相談窓口の移譲

【国際観光ホテル整備法に関する登録実施事務の移譲】
国際観光ホテル整備法に基づく登録ホテル又は登録旅館（以下、「登録ホテル等」という。）を営むものに
対し、観光庁長官又は都道府県知事はその事業に関し報告をさせ、また、立入検査を実施できる（法第44
条第１項及び第３項）こととなっているが、登録とその後の報告・検査の実施主体が一致しない場合があり
得ることから、登録ホテル等にはわかりにくい制度である。また、現在、登録は地方運輸局が行っている
が、地方運輸局は全国に10か所（神戸運輸監理部を含む）しかなく、各種登録や相談を行う者にとっては
不便であることから、登録を受けようとするホテル・旅館の利便性を考えると、都道府県への移譲が適切で
ある。
（参考）
神奈川県における国際観光整備法登録ホテル（全登録数及び新規登録数）の年次推移（当課でわかる範
囲の約５年ごとの推移）
H17：ホテル49件　旅館53件、H22：ホテル41件　旅館47件、H26現在：ホテル42件　旅館46件
なお、新規登録数の詳細は不明。
国際観光ホテル整備法第12条、第13条、第44条第1項及び第3項における指示・報告の実績は無し。検
査は国の依頼に基づき、平成24年度まで年間５～10件程度(H25は国から依頼なし)
【観光地域づくり相談窓口の移譲】
観光圏整備法に基づく観光圏整備実施計画の認定など、国の観光地域作り事業には地方の実情に合わ
ない制度があるため、相談窓口を地方に移譲するとともに、事業実施上の都道府県の裁量範囲を広げる
必要がある。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

都道府県の募集定員の調整については、現在は病院の増員希望、募集状況、採用実績など、病院から
の提供された情報を基に判断せざるを得ない状況であるが、臨床研修施設の実地調査等ができるように
なれば、病院の研修体制などを把握することができ、より地域医療の実情を踏まえた調整を行えるようにな
る。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

厚生労働省 A　権限
移譲

医師法第16条の2第1項に規定
する臨床研修に関する省令第
13条等
歯科医師法第16条の第一項に
規定する臨床研修に関する省
令第13条等

医師等の臨床研修施設
等の指導監督の移譲

都道府県は、管轄する地域における各病院の募集定員
について、各病院の研修医の受入実績、地域の実情等
を勘案して必要な調整を行うことができることから、臨床
研修施設としての病院に対する実地調査等についても
都道府県で行ったほうが、より地域の臨床研修施設の状
況を把握ができるため、移譲を提案する。

H26 451-
2

03_医療・福
祉

都道府県 神奈川県
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URL

国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 資料等

４【国土交通省】
（１）国際観光ホテル整備法（昭24法279）
ホテル及び旅館の登録制度の在り方については、旅行者及び業界の意向やニーズを調査
し、その結果等を踏まえ、抜本的な見直しも視野に入れて検討を行い、平成27年中に結論を
得る。

－ － － － － －

【厚生労働省】「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する
省令の施行について」の一部改正について（平成27年3月31日付け厚
生労働省医政局長通知）
【厚生労働省】「歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関
する省令の施行について」の一部改正について（平成27年3月31日付
け厚生労働省医政局長通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_451-
2

４【厚生労働省】
（３）医師法（昭23法201）
（ⅱ）以下に掲げる事務については、都道府県が希望する場合には、臨床研修病院が都道府
県を経由して厚生労働大臣に提出する方法を、当該都道府県が選択できるようにする。
・臨床研修病院の指定（医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令（平
14厚生労働省令158）４条１項及び５条）
・臨床研修病院の変更の届出（同令８条）
・臨床研修病院の研修プログラムの変更等の届出（同令９条）
・臨床研修病院の報告（同令12条）
・臨床研修病院の指定の取消し（同令15条）

（４）歯科医師法（昭23法202）
（ⅰ）以下に掲げる事務については、都道府県が希望する場合には、臨床研修施設が都道府
県を経由して厚生労働大臣に提出する方法を、当該都道府県が選択できるようにする。
・臨床研修施設の指定（歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令
（平17厚生労働省令103）４条１項及び５条）
・臨床研修施設の変更の届出（同令８条）
・臨床研修施設の研修プログラムの変更等の届出（同令９条）
・臨床研修施設の報告（同令12条）
・臨床研修施設の指定の取消し（同令15条）
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H26 575-
1

10_運輸・交
通

都道府県 長野県 国土交通省 A　権限
移譲

道路運送法第4条、道路運送車
両の保安基準第50条

小規模旅客自動車運送
事業の事務・権限を地方
運輸局から都道府県知
事等に移譲

次の旅客自動車運送事業に係る事務・権限を都道府県
知事等へ移譲し、必要な規制緩和を行う。
①過疎地域等の小規模な地域交通需要に対応するため
に実施する小型車両（現行での定員10人以下→規制緩
和による定員15人以下）による旅客自動車運送事業の事
務・権限を地方に移譲。
②①にあたって、事業実施の「許可」を「登録」に、事業
計画変更の「認可」を「登録変更」等へと規制を緩和。
③定員15人以下の小型コミュニティバスに係る車両基準
を見直し、現行10人以下の車両に係る基準と同程度に
する。

【現行制度】
大規模広域幹線交通と小規模地域内交通等を問わず、バス等の旅客自動車運送を実施する場合には、
一律に道路運送法により国土交通大臣の許可・認可を要する。
道路運送車両の保安基準では、室内照明灯や動力式扉の乗降口等に関する保安基準が設けられてい
る。
【制度改正の必要性】
権限移譲により、交通事業者等の時間的・経済的負担が軽減される。
既に自家用有償旅客運送の事務・権限を地方公共団体へ移譲する方針が示されており、地域の小規模
公共交通の確保という観点から、地方が一体的に処理する必要がある。
現行の旅客自動車運送に用いる車両の保安基準等は大型車を前提として策定されており、小型コミュニ
ティバスには過剰な規制となっており、最近の過疎地等における小規模な旅客需要に対応した小型コミュ
ニティバスの導入を阻害している。
また、一般的に、登録制にすることで許可制より事務上の負担が軽減される。登録制としても輸送の安全
の一定の確保が図られるばかりか、迅速な実施が可能となり、利用者の利益の保護及び利便の増進を確
保できるものと考えられることから、「許可」を「登録」とすべきである。
地方公共交通の活性化及び再生に関する法律が改正され、「地方公共団体が中心となり公共交通を再
構築する」方針がより明確に示されたところであり、この提案は、同法に基づく協議会等で合意（「地域公
共交通網形成計画」へ搭載）した事業を対象としているため、地方の責任において処理することが望まし
い。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 575-
2

10_運輸・交
通

都道府県 長野県 国土交通省 A　権限
移譲

道路運送法第4条、道路運送車
両の保安基準第50条

小規模旅客自動車運送
事業の事務・権限を地方
運輸局から都道府県知
事等に移譲

次の旅客自動車運送事業に係る事務・権限を都道府県
知事等へ移譲し、必要な規制緩和を行う。
①過疎地域等の小規模な地域交通需要に対応するため
に実施する小型車両（現行での定員10人以下→規制緩
和による定員15人以下）による旅客自動車運送事業の事
務・権限を地方に移譲。
②①にあたって、事業実施の「許可」を「登録」に、事業
計画変更の「認可」を「登録変更」等へと規制を緩和。
③定員15人以下の小型コミュニティバスに係る車両基準
を見直し、現行10人以下の車両に係る基準と同程度に
する。

【現行制度】
大規模広域幹線交通と小規模地域内交通等を問わず、バス等の旅客自動車運送を実施する場合には、
一律に道路運送法により国土交通大臣の許可・認可を要する。
道路運送車両の保安基準では、室内照明灯や動力式扉の乗降口等に関する保安基準が設けられてい
る。
【制度改正の必要性】
権限移譲により、交通事業者等の時間的・経済的負担が軽減される。
既に自家用有償旅客運送の事務・権限を地方公共団体へ移譲する方針が示されており、地域の小規模
公共交通の確保という観点から、地方が一体的に処理する必要がある。
現行の旅客自動車運送に用いる車両の保安基準等は大型車を前提として策定されており、小型コミュニ
ティバスには過剰な規制となっており、最近の過疎地等における小規模な旅客需要に対応した小型コミュ
ニティバスの導入を阻害している。
また、一般的に、登録制にすることで許可制より事務上の負担が軽減される。登録制としても輸送の安全
の一定の確保が図られるばかりか、迅速な実施が可能となり、利用者の利益の保護及び利便の増進を確
保できるものと考えられることから、「許可」を「登録」とすべきである。
地方公共交通の活性化及び再生に関する法律が改正され、「地方公共団体が中心となり公共交通を再
構築する」方針がより明確に示されたところであり、この提案は、同法に基づく協議会等で合意（「地域公
共交通網形成計画」へ搭載）した事業を対象としているため、地方の責任において処理することが望まし
い。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 575-
3

10_運輸・交
通

都道府県 長野県 国土交通省 A　権限
移譲

道路運送法第4条、道路運送車
両の保安基準第50条

小規模旅客自動車運送
事業の事務・権限を地方
運輸局から都道府県知
事等に移譲

次の旅客自動車運送事業に係る事務・権限を都道府県
知事等へ移譲し、必要な規制緩和を行う。
①過疎地域等の小規模な地域交通需要に対応するため
に実施する小型車両（現行での定員10人以下→規制緩
和による定員15人以下）による旅客自動車運送事業の事
務・権限を地方に移譲。
②①にあたって、事業実施の「許可」を「登録」に、事業
計画変更の「認可」を「登録変更」等へと規制を緩和。
③定員15人以下の小型コミュニティバスに係る車両基準
を見直し、現行10人以下の車両に係る基準と同程度に
する。

【現行制度】
大規模広域幹線交通と小規模地域内交通等を問わず、バス等の旅客自動車運送を実施する場合には、
一律に道路運送法により国土交通大臣の許可・認可を要する。
道路運送車両の保安基準では、室内照明灯や動力式扉の乗降口等に関する保安基準が設けられてい
る。
【制度改正の必要性】
権限移譲により、交通事業者等の時間的・経済的負担が軽減される。
既に自家用有償旅客運送の事務・権限を地方公共団体へ移譲する方針が示されており、地域の小規模
公共交通の確保という観点から、地方が一体的に処理する必要がある。
現行の旅客自動車運送に用いる車両の保安基準等は大型車を前提として策定されており、小型コミュニ
ティバスには過剰な規制となっており、最近の過疎地等における小規模な旅客需要に対応した小型コミュ
ニティバスの導入を阻害している。
また、一般的に、登録制にすることで許可制より事務上の負担が軽減される。登録制としても輸送の安全
の一定の確保が図られるばかりか、迅速な実施が可能となり、利用者の利益の保護及び利便の増進を確
保できるものと考えられることから、「許可」を「登録」とすべきである。
地方公共交通の活性化及び再生に関する法律が改正され、「地方公共団体が中心となり公共交通を再
構築する」方針がより明確に示されたところであり、この提案は、同法に基づく協議会等で合意（「地域公
共交通網形成計画」へ搭載）した事業を対象としているため、地方の責任において処理することが望まし
い。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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４【国土交通省】
（７）地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平19法59）及び道路運送法（昭26法
183）
平成26年11月20日に施行された地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改
正する法律（平26法41）により、地方公共団体が先頭に立って、まちづくりと連携して、持続可
能な公共交通ネットワークを実現するための新たな枠組みが整備されたことを踏まえ、地域公
共交通網形成計画等を作成する意欲のある地方公共団体に対し、計画作成のノウハウや知
識・データを提供し、個別に相談に対応するなど、地域の取組の効果が十分発揮されるよう、
環境整備を進める。

４【国土交通省】
（７）地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平19法59）及び道路運送法（昭26法
183）
平成26年11月20日に施行された地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改
正する法律（平26法41）により、地方公共団体が先頭に立って、まちづくりと連携して、持続可
能な公共交通ネットワークを実現するための新たな枠組みが整備されたことを踏まえ、地域公
共交通網形成計画等を作成する意欲のある地方公共団体に対し、計画作成のノウハウや知
識・データを提供し、個別に相談に対応するなど、地域の取組の効果が十分発揮されるよう、
環境整備を進める。

－ － － － － －
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H26 583-
3

09_土木・建
築

都道府県 山形県 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

社会資本整備総合交付金交付
要綱　イー３（１３）、（１５）、イー８
（１）、ロー３（１３）、（１５）、ロー８
（１）

社会資本整備総合交付
金交付要綱の要件緩和

平成22年度の社会資本整備総合交付金の創設に伴い、
地方公共団体はより地域の実態に即した柔軟な事業実
施が可能になった。
一方で、河川事業などの一部事業においては、従前の
補助要綱に定める金額要件が、現行の交付要綱にその
まま移行されたため、交付金充当を希望する事業箇所に
ついて、依然採択を受けることが出来ず、地域が真に望
む事業実施が困難な状況にある。
このため、従前の補助要綱に定める金額要件が依然とし
て残る事業についても、他事業と同様、当該要件を撤廃
するなど地域の実情に沿った柔軟な運用を要望するもの
である。

【制度改正の必要性】
社会資本整備総合交付金の創設に伴い、道路事業等については、申請にあたっての金額要件が撤廃さ
れたことにより、従前の補助金では実施できなかった事業の実施が可能となり、地域の実情に即した柔軟
な事業実施が可能となった。
一方で、以下の事業においては、従前の補助要綱に規定されていた申請にあたっての金額要件がそのま
ま踏襲され、依然として事業の採択を受けることができないなど、地域の実情に即した柔軟な事業実施が
困難な現状にある。
ついては、交付金の創設目的に照らし、従前の補助要綱に定める金額要件が依然として残る事業につい
ても、他事業と同様、当該要件を撤廃するなど地域の実情に沿った柔軟な運用を要望するものである。
【支障事例】
①特定構造物改築事業及び堰堤改良事業
特定構造物改築事業においては、県が管理する施設の大部分が交付要綱の定める補助要件（総事業費
４億円以上等）を満たしていない現状にある。（496の県施設のうち492施設（約99％）が特定構造物改築
事業の対象外となっている。）
また、堰堤改良事業についても、県管理ダム12施設のうち10施設（83.3％）が補助の対象外であり、これら
については県単独事業で長寿命化等の対策を実施しているものの、今後ますます更新費用が増大するこ
とが見込まれるなかで、適切な時期での事業実施が困難となることが想定される。
②準用河川改修事業
当該事業についても、本県の実態上、交付金の採択要件（総事業費４億円以上等）に満たない小規模な
改修事業が大部分を占めていることから、予算の確保等に苦慮している。（市町村が交付金による事業実
施を要望する４事業すべてが補助の対象外となっている。）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

【制度改正の必要性】
社会資本整備総合交付金の創設に伴い、道路事業等については、申請にあたっての金額要件が撤廃さ
れたことにより、従前の補助金では実施できなかった事業の実施が可能となり、地域の実情に即した柔軟
な事業実施が可能となった。
一方で、以下の事業においては、従前の補助要綱に規定されていた申請にあたっての金額要件がそのま
ま踏襲され、依然として事業の採択を受けることができないなど、地域の実情に即した柔軟な事業実施が
困難な現状にある。
ついては、交付金の創設目的に照らし、従前の補助要綱に定める金額要件が依然として残る事業につい
ても、他事業と同様、当該要件を撤廃するなど地域の実情に沿った柔軟な運用を要望するものである。
【支障事例】
①特定構造物改築事業及び堰堤改良事業
特定構造物改築事業においては、県が管理する施設の大部分が交付要綱の定める補助要件（総事業費
４億円以上等）を満たしていない現状にある。（496の県施設のうち492施設（約99％）が特定構造物改築
事業の対象外となっている。）
また、堰堤改良事業についても、県管理ダム12施設のうち10施設（83.3％）が補助の対象外であり、これら
については県単独事業で長寿命化等の対策を実施しているものの、今後ますます更新費用が増大するこ
とが見込まれるなかで、適切な時期での事業実施が困難となることが想定される。
②準用河川改修事業
当該事業についても、本県の実態上、交付金の採択要件（総事業費４億円以上等）に満たない小規模な
改修事業が大部分を占めていることから、予算の確保等に苦慮している。（市町村が交付金による事業実
施を要望する４事業すべてが補助の対象外となっている。）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

社会資本整備総合交付金交付
要綱　イー３（１３）、（１５）、イー８
（１）、ロー３（１３）、（１５）、ロー８
（１）

社会資本整備総合交付
金交付要綱の要件緩和

平成22年度の社会資本整備総合交付金の創設に伴い、
地方公共団体はより地域の実態に即した柔軟な事業実
施が可能になった。
一方で、河川事業などの一部事業においては、従前の
補助要綱に定める金額要件が、現行の交付要綱にその
まま移行されたため、交付金充当を希望する事業箇所に
ついて、依然採択を受けることが出来ず、地域が真に望
む事業実施が困難な状況にある。
このため、従前の補助要綱に定める金額要件が依然とし
て残る事業についても、他事業と同様、当該要件を撤廃
するなど地域の実情に沿った柔軟な運用を要望するもの
である。

H26 583-
2

09_土木・建
築

都道府県 山形県

H26 583-
1

09_土木・建
築

都道府県 山形県 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

社会資本整備総合交付金交付
要綱　イー３（１３）、（１５）、イー８
（１）、ロー３（１３）、（１５）、ロー８
（１）

社会資本整備総合交付
金交付要綱の要件緩和

平成22年度の社会資本整備総合交付金の創設に伴い、
地方公共団体はより地域の実態に即した柔軟な事業実
施が可能になった。
一方で、河川事業などの一部事業においては、従前の
補助要綱に定める金額要件が、現行の交付要綱にその
まま移行されたため、交付金充当を希望する事業箇所に
ついて、依然採択を受けることが出来ず、地域が真に望
む事業実施が困難な状況にある。
このため、従前の補助要綱に定める金額要件が依然とし
て残る事業についても、他事業と同様、当該要件を撤廃
するなど地域の実情に沿った柔軟な運用を要望するもの
である。

【制度改正の必要性】
社会資本整備総合交付金の創設に伴い、道路事業等については、申請にあたっての金額要件が撤廃さ
れたことにより、従前の補助金では実施できなかった事業の実施が可能となり、地域の実情に即した柔軟
な事業実施が可能となった。
一方で、以下の事業においては、従前の補助要綱に規定されていた申請にあたっての金額要件がそのま
ま踏襲され、依然として事業の採択を受けることができないなど、地域の実情に即した柔軟な事業実施が
困難な現状にある。
ついては、交付金の創設目的に照らし、従前の補助要綱に定める金額要件が依然として残る事業につい
ても、他事業と同様、当該要件を撤廃するなど地域の実情に沿った柔軟な運用を要望するものである。
【支障事例】
①特定構造物改築事業及び堰堤改良事業
特定構造物改築事業においては、県が管理する施設の大部分が交付要綱の定める補助要件（総事業費
４億円以上等）を満たしていない現状にある。（496の県施設のうち492施設（約99％）が特定構造物改築
事業の対象外となっている。）
また、堰堤改良事業についても、県管理ダム12施設のうち10施設（83.3％）が補助の対象外であり、これら
については県単独事業で長寿命化等の対策を実施しているものの、今後ますます更新費用が増大するこ
とが見込まれるなかで、適切な時期での事業実施が困難となることが想定される。
②準用河川改修事業
当該事業についても、本県の実態上、交付金の採択要件（総事業費４億円以上等）に満たない小規模な
改修事業が大部分を占めていることから、予算の確保等に苦慮している。（市町村が交付金による事業実
施を要望する４事業すべてが補助の対象外となっている。）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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H26 587-
1

11_その他 都道府県 京都府、大阪
府、兵庫県、徳
島県

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

・平成２４年７月１７日統人発
0717第１号「人口動態調査事務
システムの導入等に関する申請
について」厚生労働省大臣官房
統計情報部人口動態・保健社
会統計課長通知
・平成２４年７月12日統発0712第
１号「人口動態調査オンライン報
告システム利用要領」の改正に
ついて厚生労働省大臣官房統
計情報部長通知

人口動態調査事務シス
テム及び人口動態調査
オンライン報告システム
の導入等に関する手続
の簡素化

①人口動態調査事務システムの導入申請に関する添付
書類の廃止
②人口動態調査事務システムに係るパソコン・プリンター
変更時の変更申請の廃止
③人口動態調査事務システム及び人口動態調査オンラ
イン報告システム関連の申請事務における経由機関（都
道府県・保健所）の省略

【制度改正の必要性・支障事例】
人口動態調査事務については、手書き紙媒体での報告方法から、システム導入による事務の簡素化が図
られているところであるが、導入を申請するに当たってシステム仕様書を添付する必要があり、導入ＰＣの
仕様や接続プリンターに変更があった場合にも、その都度変更申請を提出することとなっている。また、経
由機関から進達する必要があるため、利用機関だけでなく、経由機関における事務量も煩雑である。
また、府内市町村からのシステム導入・変更申請において承認に半年程度を要するなど、厚生労働省に
おいても事務遅滞が見受けられ、事務の簡素化のために申請を行った市町村が長期にわたり手書き報告
で対応せざるを得ないなどの事象が起こっている。
【効果】
昨今のパソコン・プリンターは人口動態統計死亡票等に使用する字体に対応しており、導入申請時に
チェックする必要性が低いことから、システム導入時の届出書類を省略するととともに、変更申請や経由機
関を省略する等、事務の簡素化を図ることで、人口動態調査事務システムに係る事務手続きが大幅に簡
素化され、市町村、都道府県、厚生労働省それぞれの事務量軽減につながる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 587-
2

11_その他 都道府県 京都府、大阪
府、兵庫県、徳
島県

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

・平成２４年７月１７日統人発
0717第１号「人口動態調査事務
システムの導入等に関する申請
について」厚生労働省大臣官房
統計情報部人口動態・保健社
会統計課長通知
・平成２４年７月12日統発0712第
１号「人口動態調査オンライン報
告システム利用要領」の改正に
ついて厚生労働省大臣官房統
計情報部長通知

人口動態調査事務シス
テム及び人口動態調査
オンライン報告システム
の導入等に関する手続
の簡素化

①人口動態調査事務システムの導入申請に関する添付
書類の廃止
②人口動態調査事務システムに係るパソコン・プリンター
変更時の変更申請の廃止
③人口動態調査事務システム及び人口動態調査オンラ
イン報告システム関連の申請事務における経由機関（都
道府県・保健所）の省略

【制度改正の必要性・支障事例】
人口動態調査事務については、手書き紙媒体での報告方法から、システム導入による事務の簡素化が図
られているところであるが、導入を申請するに当たってシステム仕様書を添付する必要があり、導入ＰＣの
仕様や接続プリンターに変更があった場合にも、その都度変更申請を提出することとなっている。また、経
由機関から進達する必要があるため、利用機関だけでなく、経由機関における事務量も煩雑である。
また、府内市町村からのシステム導入・変更申請において承認に半年程度を要するなど、厚生労働省に
おいても事務遅滞が見受けられ、事務の簡素化のために申請を行った市町村が長期にわたり手書き報告
で対応せざるを得ないなどの事象が起こっている。
【効果】
昨今のパソコン・プリンターは人口動態統計死亡票等に使用する字体に対応しており、導入申請時に
チェックする必要性が低いことから、システム導入時の届出書類を省略するととともに、変更申請や経由機
関を省略する等、事務の簡素化を図ることで、人口動態調査事務システムに係る事務手続きが大幅に簡
素化され、市町村、都道府県、厚生労働省それぞれの事務量軽減につながる。
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11_その他 都道府県 京都府、大阪
府、兵庫県、徳
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厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

・平成２４年７月１７日統人発
0717第１号「人口動態調査事務
システムの導入等に関する申請
について」厚生労働省大臣官房
統計情報部人口動態・保健社
会統計課長通知
・平成２４年７月12日統発0712第
１号「人口動態調査オンライン報
告システム利用要領」の改正に
ついて厚生労働省大臣官房統
計情報部長通知

人口動態調査事務シス
テム及び人口動態調査
オンライン報告システム
の導入等に関する手続
の簡素化

①人口動態調査事務システムの導入申請に関する添付
書類の廃止
②人口動態調査事務システムに係るパソコン・プリンター
変更時の変更申請の廃止
③人口動態調査事務システム及び人口動態調査オンラ
イン報告システム関連の申請事務における経由機関（都
道府県・保健所）の省略

【制度改正の必要性・支障事例】
人口動態調査事務については、手書き紙媒体での報告方法から、システム導入による事務の簡素化が図
られているところであるが、導入を申請するに当たってシステム仕様書を添付する必要があり、導入ＰＣの
仕様や接続プリンターに変更があった場合にも、その都度変更申請を提出することとなっている。また、経
由機関から進達する必要があるため、利用機関だけでなく、経由機関における事務量も煩雑である。
また、府内市町村からのシステム導入・変更申請において承認に半年程度を要するなど、厚生労働省に
おいても事務遅滞が見受けられ、事務の簡素化のために申請を行った市町村が長期にわたり手書き報告
で対応せざるを得ないなどの事象が起こっている。
【効果】
昨今のパソコン・プリンターは人口動態統計死亡票等に使用する字体に対応しており、導入申請時に
チェックする必要性が低いことから、システム導入時の届出書類を省略するととともに、変更申請や経由機
関を省略する等、事務の簡素化を図ることで、人口動態調査事務システムに係る事務手続きが大幅に簡
素化され、市町村、都道府県、厚生労働省それぞれの事務量軽減につながる。
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03_医療・福
祉

都道府県 京都府、兵庫県 厚生労働省 C　A又は
Bに関連
する見直
し

麻薬及び向精神薬取締法第２４
条第１０項、第１１項
同法施行規則第９条の２

医療用麻薬に係る薬局
間の譲受・譲渡許可要件
の緩和、許可期間の延長

医療用麻薬に係る薬局間の譲受・譲渡許可を「在庫量の
不足により調剤することができない場合」に限らず認めら
れるよう要件を緩和する。また、譲受・譲渡許可申請者の
麻薬小売業者免許が全て翌年の12月31日までの場合
は、翌年12月31日までの許可を認めるようにする。

薬局の麻薬の譲渡許可は、麻薬及び向精神薬取締法施行規則第9条の2により、在庫量の不足のため調
剤することができない場合に限り認められており、特例的な許可を受けても自由に相互融通できず、許可
期間も最長で１年とされているため、制度が十分に機能していない。結果として在庫麻薬の使用期限が到
来、不良在庫化し、廃棄に至る事例が数多く認められており、緩和医療薬学会の調査によれば、保険薬
局の不動在庫は１年間で推計約７５億円、廃棄金額は推計約７億円にも上るとされている。
また、本府薬剤師会からも、経済的負担の軽減や患者への迅速・円滑な流通や医療資源の有効活用の
ため、薬局間の麻薬譲受・譲渡に係る規制緩和を求める声が強い。
在庫量の不足以外の緊急性がなくても通常から融通できるようになれば、不良在庫のリスクが減るため、
在宅緩和ケアに取り組む薬局が増え、患者の在宅療養環境が充実することが期待される。
国は構造改革特区第20次・地域再生第9次検討要請に対し、医療用麻薬については国際条約に基づ
き、適切な流通管理が求められていることを理由に権限移譲・規制緩和が困難である旨回答しているが、
麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約及び麻薬に関する単一条約では、製造業
者及び分配業者の手元にその業務の正常な遂行及び市場の一般的状況に必要な数量を超えて当該物
質（＝麻薬）が蓄積されることを防止することが定められているが、現行のように薬局必要品目を全てそろ
えることを求めることの方が、余剰在庫を増やし、「業務の正常な遂行及び市場の一般的状況に必要な数
量を超えて当該物質が蓄積される」と言えなくもないことから、適正な管理のためにも規制緩和を求めるも
の。
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suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
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対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 資料等

６【厚生労働省】
（15）人口動態調査事務システムの導入等に関する事務
（ⅰ）人口動態調査事務システムの導入・変更に係る申請については、添付書類を簡素化す
る。
（ⅱ）人口動態調査事務システムの導入・変更に係る申請及び人口動態調査オンライン報告
システムの利用・変更・廃止に係る届出の際の関係機関の経由については、廃止する。

【厚生労働省】「人口動態調査オンライン報告システム利用要領」の改
正について（平成27年3月31日付け厚生労働省大臣官房統計情報部
長通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_587-
1

－ － － － － －

６【厚生労働省】
（15）人口動態調査事務システムの導入等に関する事務
（ⅰ）人口動態調査事務システムの導入・変更に係る申請については、添付書類を簡素化す
る。
（ⅱ）人口動態調査事務システムの導入・変更に係る申請及び人口動態調査オンライン報告
システムの利用・変更・廃止に係る届出の際の関係機関の経由については、廃止する。

【厚生労働省】「人口動態調査オンライン報告システム利用要領」の改
正について（平成27年3月31日付け厚生労働省大臣官房統計情報部
長通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_587-
3

６【厚生労働省】
（６）麻薬及び向精神薬取締法（昭28法14）
（ⅱ）麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可（24条11項、施行規則９条の２）については、
麻薬の譲渡しができる場合として、新規の処方の場合に限ったものではなく、同一患者で引き
続き麻薬処方が必要な場合も譲り受けることができること等について、地方公共団体及び関係
団体等に周知する。

【厚生労働省】麻薬小売業者間譲渡許可制度における譲渡要件の周
知について（平成27年2月27日付け厚生労働省医薬食品局監視指導・
麻薬対策課長通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_590-
1
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H26 590-
2

03_医療・福
祉

都道府県 京都府、兵庫県 厚生労働省 C　A又は
Bに関連
する見直
し

麻薬及び向精神薬取締法第２４
条第１０項、第１１項
同法施行規則第９条の２

医療用麻薬に係る薬局
間の譲受・譲渡許可要件
の緩和、許可期間の延長

医療用麻薬に係る薬局間の譲受・譲渡許可を「在庫量の
不足により調剤することができない場合」に限らず認めら
れるよう要件を緩和する。また、譲受・譲渡許可申請者の
麻薬小売業者免許が全て翌年の12月31日までの場合
は、翌年12月31日までの許可を認めるようにする。

薬局の麻薬の譲渡許可は、麻薬及び向精神薬取締法施行規則第9条の2により、在庫量の不足のため調
剤することができない場合に限り認められており、特例的な許可を受けても自由に相互融通できず、許可
期間も最長で１年とされているため、制度が十分に機能していない。結果として在庫麻薬の使用期限が到
来、不良在庫化し、廃棄に至る事例が数多く認められており、緩和医療薬学会の調査によれば、保険薬
局の不動在庫は１年間で推計約７５億円、廃棄金額は推計約７億円にも上るとされている。
また、本府薬剤師会からも、経済的負担の軽減や患者への迅速・円滑な流通や医療資源の有効活用の
ため、薬局間の麻薬譲受・譲渡に係る規制緩和を求める声が強い。
在庫量の不足以外の緊急性がなくても通常から融通できるようになれば、不良在庫のリスクが減るため、
在宅緩和ケアに取り組む薬局が増え、患者の在宅療養環境が充実することが期待される。
国は構造改革特区第20次・地域再生第9次検討要請に対し、医療用麻薬については国際条約に基づ
き、適切な流通管理が求められていることを理由に権限移譲・規制緩和が困難である旨回答しているが、
麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約及び麻薬に関する単一条約では、製造業
者及び分配業者の手元にその業務の正常な遂行及び市場の一般的状況に必要な数量を超えて当該物
質（＝麻薬）が蓄積されることを防止することが定められているが、現行のように薬局必要品目を全てそろ
えることを求めることの方が、余剰在庫を増やし、「業務の正常な遂行及び市場の一般的状況に必要な数
量を超えて当該物質が蓄積される」と言えなくもないことから、適正な管理のためにも規制緩和を求めるも
の。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 664-
1

01_土地利
用（農地除
く）

指定都市 川崎市 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

駐車場法施行令第７条
駐車場法施行令第第12条

駐車場法施行令の見直
し

駐車場法施行令では、路外駐車場の構造及び設置に関
する技術基準が定められているが、駐車場の配置や立
地特性等を勘案した適用除外の取扱いがほぼ認められ
ず、設置基準が一律に政令で定められているため、硬直
的な運用をせざるを得ないのが現状であり、地域の実情
に応じた設置基準、適用除外の改正を求める。
また、自動車の環境性能の向上等により、基準が過大と
懸念される条文もあることから、駐車場法施行令の技術
基準について、駐車場を取り巻く環境変化等を踏まえた
早急な見直しを求める。

【支障事例】
施行令第７条では路外駐車場の出入口に関する基準が定められているが、一部例外を除き適用除外の
規定がほぼないことから、基準に適合させるため、例えば、公園や交差点からの距離を確保するために、
既存駐車場の出入口を狭めるなどの指導をしており、こうした措置により逆に駐車場の円滑な出入庫に支
障を来す場合がある。現地の状況を確認するとほとんど通行のない道路の交差点や、マンションの隅に設
置された見通しの良い小規模公園などが障害となっている例が多く、駐車場の出入に支障がないと想定さ
れるにも関わらず、実態に即さない指導を行うこととなり対応に苦慮している。
また、建築物である路外駐車場の換気施設について、施行令第12条では「内部の空気を１時間につき10
回以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を設けなければならない」とあり、「内部の空気」の計
算方法を国交省に確認したところ、「駐車マスの合計面積×高さ」ではなく、より厳しい「車路も含む駐車施
設面積の合計×高さ」との回答である。
一方、車の環境性能の向上や排ガス規制の強化により一酸化炭素の排出量が減少している中、事業者
からは現行の計算では換気能力が過大であるとの主張を受けており対応に苦慮している。
【制度改正の必要性】
施行令を適切に運用することにより、逆に駐車場の円滑な出入庫に支障を来していることから、駐車場の
配置や周辺状況等を勘案した柔軟な対応ができるよう基準の見直しが必要である。
また、建築物である路外駐車場については近年の車の環境性能の向上を考慮しておらず、事業者に過
剰な設備投資を行わせており、基準の検証、改正が必要である。
【懸念の解消策】
懸念無し
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し

駐車場法施行令では、路外駐車場の構造及び設置に関
する技術基準が定められているが、駐車場の配置や立
地特性等を勘案した適用除外の取扱いがほぼ認められ
ず、設置基準が一律に政令で定められているため、硬直
的な運用をせざるを得ないのが現状であり、地域の実情
に応じた設置基準、適用除外の改正を求める。
また、自動車の環境性能の向上等により、基準が過大と
懸念される条文もあることから、駐車場法施行令の技術
基準について、駐車場を取り巻く環境変化等を踏まえた
早急な見直しを求める。

【支障事例】
施行令第７条では路外駐車場の出入口に関する基準が定められているが、一部例外を除き適用除外の
規定がほぼないことから、基準に適合させるため、例えば、公園や交差点からの距離を確保するために、
既存駐車場の出入口を狭めるなどの指導をしており、こうした措置により逆に駐車場の円滑な出入庫に支
障を来す場合がある。現地の状況を確認するとほとんど通行のない道路の交差点や、マンションの隅に設
置された見通しの良い小規模公園などが障害となっている例が多く、駐車場の出入に支障がないと想定さ
れるにも関わらず、実態に即さない指導を行うこととなり対応に苦慮している。
また、建築物である路外駐車場の換気施設について、施行令第12条では「内部の空気を１時間につき10
回以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を設けなければならない」とあり、「内部の空気」の計
算方法を国交省に確認したところ、「駐車マスの合計面積×高さ」ではなく、より厳しい「車路も含む駐車施
設面積の合計×高さ」との回答である。
一方、車の環境性能の向上や排ガス規制の強化により一酸化炭素の排出量が減少している中、事業者
からは現行の計算では換気能力が過大であるとの主張を受けており対応に苦慮している。
【制度改正の必要性】
施行令を適切に運用することにより、逆に駐車場の円滑な出入庫に支障を来していることから、駐車場の
配置や周辺状況等を勘案した柔軟な対応ができるよう基準の見直しが必要である。
また、建築物である路外駐車場については近年の車の環境性能の向上を考慮しておらず、事業者に過
剰な設備投資を行わせており、基準の検証、改正が必要である。
【懸念の解消策】
懸念無し

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 664-
3

01_土地利
用（農地除
く）

指定都市 川崎市 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

駐車場法施行令第７条
駐車場法施行令第第12条

駐車場法施行令の見直
し

駐車場法施行令では、路外駐車場の構造及び設置に関
する技術基準が定められているが、駐車場の配置や立
地特性等を勘案した適用除外の取扱いがほぼ認められ
ず、設置基準が一律に政令で定められているため、硬直
的な運用をせざるを得ないのが現状であり、地域の実情
に応じた設置基準、適用除外の改正を求める。
また、自動車の環境性能の向上等により、基準が過大と
懸念される条文もあることから、駐車場法施行令の技術
基準について、駐車場を取り巻く環境変化等を踏まえた
早急な見直しを求める。

【支障事例】
施行令第７条では路外駐車場の出入口に関する基準が定められているが、一部例外を除き適用除外の
規定がほぼないことから、基準に適合させるため、例えば、公園や交差点からの距離を確保するために、
既存駐車場の出入口を狭めるなどの指導をしており、こうした措置により逆に駐車場の円滑な出入庫に支
障を来す場合がある。現地の状況を確認するとほとんど通行のない道路の交差点や、マンションの隅に設
置された見通しの良い小規模公園などが障害となっている例が多く、駐車場の出入に支障がないと想定さ
れるにも関わらず、実態に即さない指導を行うこととなり対応に苦慮している。
また、建築物である路外駐車場の換気施設について、施行令第12条では「内部の空気を１時間につき10
回以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を設けなければならない」とあり、「内部の空気」の計
算方法を国交省に確認したところ、「駐車マスの合計面積×高さ」ではなく、より厳しい「車路も含む駐車施
設面積の合計×高さ」との回答である。
一方、車の環境性能の向上や排ガス規制の強化により一酸化炭素の排出量が減少している中、事業者
からは現行の計算では換気能力が過大であるとの主張を受けており対応に苦慮している。
【制度改正の必要性】
施行令を適切に運用することにより、逆に駐車場の円滑な出入庫に支障を来していることから、駐車場の
配置や周辺状況等を勘案した柔軟な対応ができるよう基準の見直しが必要である。
また、建築物である路外駐車場については近年の車の環境性能の向上を考慮しておらず、事業者に過
剰な設備投資を行わせており、基準の検証、改正が必要である。
【懸念の解消策】
懸念無し

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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URL

国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 資料等

６【厚生労働省】
（６）麻薬及び向精神薬取締法（昭28法14）
（ⅲ）麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可（24条11項、施行規則９条の２）については、
有効期間を最長１年から３年に延長するとともに、共同申請者を追加する場合の軽易な変更
届出制度を創設する。

【厚生労働省】麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する
省令（平成28年2月8日厚生労働省令第16号）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_590-
2

６　【国土交通省】
（８）駐車場法（昭32法106）
路外駐車場の自動車の出口及び入口に関する技術的基準のうち、児童公園からの距離に関
する事項（施行令７条１項１号）及び換気装置の設置基準（施行令12条）については、制度の
運用実態を調査し、その結果等を踏まえて見直しを検討し、平成27年中に結論を得る。
また、当該技術的基準のうち交差点からの距離に関する事項（施行令７条１項１号）について
は、施行令７条２項に基づき技術的基準を適用しないものとして国土交通大臣が認めた具体
的な事例に関して、地方公共団体に情報提供を行う。

【国土交通省】駐車施策の最近の動きについて（第29回全国駐車場政
策担当者会議資料）（平成28年2月17日）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_664-
1

６　【国土交通省】
（８）駐車場法（昭32法106）
路外駐車場の自動車の出口及び入口に関する技術的基準のうち、児童公園からの距離に関
する事項（施行令７条１項１号）及び換気装置の設置基準（施行令12条）については、制度の
運用実態を調査し、その結果等を踏まえて見直しを検討し、平成27年中に結論を得る。
また、当該技術的基準のうち交差点からの距離に関する事項（施行令７条１項１号）について
は、施行令７条２項に基づき技術的基準を適用しないものとして国土交通大臣が認めた具体
的な事例に関して、地方公共団体に情報提供を行う。

【国土交通省】第28回全国駐車場政策担当者会議資料（平成27年2月
3日）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_664-
2

６　【国土交通省】
（８）駐車場法（昭32法106）
路外駐車場の自動車の出口及び入口に関する技術的基準のうち、児童公園からの距離に関
する事項（施行令７条１項１号）及び換気装置の設置基準（施行令12条）については、制度の
運用実態を調査し、その結果等を踏まえて見直しを検討し、平成27年中に結論を得る。
また、当該技術的基準のうち交差点からの距離に関する事項（施行令７条１項１号）について
は、施行令７条２項に基づき技術的基準を適用しないものとして国土交通大臣が認めた具体
的な事例に関して、地方公共団体に情報提供を行う。
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関係府省 具体的な支障事例
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提案
団体

年

H26 737-
1

09_土木・建
築

都道府県 香川県 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

社会資本整備総合交付金交付
要綱　附属第Ⅱ編　高潮対策事
業、特定構造物改築事業

社会資本整備総合交付
金事業の交付要件の緩
和

社会資本整備総合交付金（高潮対策事業、特定構造物
改築事業）については、交付対象として一定の事業規模
が求められるなど、必ずしも地方の実態を反映したものと
なっていないことから、総事業費等の要件を緩和し、地方
の自由度を高める必要がある。

【支障事例・必要性】
１）高潮対策事業
本県では、津波・高潮対策整備推進アクションプログラムを策定し、関係市町とも連携して計画的に防護
施設の整備を実施しているところであるが、「高潮対策事業」の事業費要件は都道府県・市町ともに総事
業費が１億円以上（離島等は５千万円以上）と同じ条件となっており、整備規模の小さい市町事業が交付
対象とならないため進捗が遅れ、県事業と市町事業の一体的な効果発現に影響が生じている。
具体的には、津波・高潮対策整備推進アクションプログラムに位置づけ整備する市町の２８港湾のうち、現
行の事業費要件を満たすのは２港湾のみであり、早急に防災対策を推進するため、一定の計画に位置づ
けられた事業については、総事業費に係る事業費要件を廃止する必要がある。
２）特定構造物改築事業
本県では、水門等の河川管理施設について長寿命化修繕計画を策定し、計画的に延命化対策を実施し
ているところであるが、「特定構造物改築事業」の交付要件は合計事業費が４億円以上とされており、事業
規模は小さいが優先度の高い施設が数多くあるにもかかわらず、交付金が活用できないため、今後の計
画的な長寿命化対策に支障をきたす恐れがある。
具体的には県が管理する水門等の河川管理施設９７基のうち、現行の事業費要件を満たすのは１５基の
みでり、長寿命化計画に基づき着実に対策を実施し施設管理していくため、一定の計画に位置づけられ
た施設については、総事業費に係る事業費要件を廃止する必要がある。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 737-
2

09_土木・建
築

都道府県 香川県 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

社会資本整備総合交付金交付
要綱　附属第Ⅱ編　高潮対策事
業、特定構造物改築事業

社会資本整備総合交付
金事業の交付要件の緩
和

社会資本整備総合交付金（高潮対策事業、特定構造物
改築事業）については、交付対象として一定の事業規模
が求められるなど、必ずしも地方の実態を反映したものと
なっていないことから、総事業費等の要件を緩和し、地方
の自由度を高める必要がある。

【支障事例・必要性】
１）高潮対策事業
本県では、津波・高潮対策整備推進アクションプログラムを策定し、関係市町とも連携して計画的に防護
施設の整備を実施しているところであるが、「高潮対策事業」の事業費要件は都道府県・市町ともに総事
業費が１億円以上（離島等は５千万円以上）と同じ条件となっており、整備規模の小さい市町事業が交付
対象とならないため進捗が遅れ、県事業と市町事業の一体的な効果発現に影響が生じている。
具体的には、津波・高潮対策整備推進アクションプログラムに位置づけ整備する市町の２８港湾のうち、現
行の事業費要件を満たすのは２港湾のみであり、早急に防災対策を推進するため、一定の計画に位置づ
けられた事業については、総事業費に係る事業費要件を廃止する必要がある。
２）特定構造物改築事業
本県では、水門等の河川管理施設について長寿命化修繕計画を策定し、計画的に延命化対策を実施し
ているところであるが、「特定構造物改築事業」の交付要件は合計事業費が４億円以上とされており、事業
規模は小さいが優先度の高い施設が数多くあるにもかかわらず、交付金が活用できないため、今後の計
画的な長寿命化対策に支障をきたす恐れがある。
具体的には県が管理する水門等の河川管理施設９７基のうち、現行の事業費要件を満たすのは１５基の
みでり、長寿命化計画に基づき着実に対策を実施し施設管理していくため、一定の計画に位置づけられ
た施設については、総事業費に係る事業費要件を廃止する必要がある。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 745-
1

11_その他 都道府県 東京都 内閣府（消
費者庁）

A　権限
移譲

消費者安全法第４０条、第４４
条、第４５条
消費者安全法施行令第９条

消費者安全法に基づく勧
告・命令等の権限移譲

消費者安全法に基づく勧告・命令に係る並行権限の付
与及び報告徴収対象の拡大をすること。

【現在の制度】
平成２４年８月に改正され、平成２５年４月に施行された消費者安全法において、同法第２条第５項第３号
に規定する財産に関する事故等が発生した場合における報告徴収・立入調査の権限が、当該自治体の
同意を前提に地方自治体に委任されることになった。
【制度改正の必要性】
現在、地方自治体は、報告徴収・立入調査を行うことはできるが、勧告・命令の権限が国に留保されてお
り、消費者の財産被害拡大防止のための迅速な対応の妨げになっている。
例えば、都において調査等を行い消費者庁に措置要求を行った場合、消費者庁で事実関係の確認や当
該事案が「すき間事案」に該当するかどうかについて再検証を行うため、時間を要することになり、その間
に消費者被害が拡大することが懸念される。
そこで、消費者安全法による国からの権限の受任に基づき、地方自治体が報告徴収・立入調査だけでな
く、勧告・命令を行うことができるよう、並行権限を付与していただきたい。
また現在、地方自治体が報告徴収等を行うことができる対象は、当該地方自治体の区域内に所在する事
業者に限られている。このため、都民が被害にあっても都外の事業者であれば対応することができないこと
から、その対象を当該地方自治体の区域外に所在する事業者まで拡大していただきたい。
これにより、調査から事業者処分まで一貫した迅速な対応が可能となり、消費者の財産被害の拡大を防止
することで、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に繋がる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 745-
2

11_その他 都道府県 東京都 内閣府（消
費者庁）

A　権限
移譲

消費者安全法第４０条、第４４
条、第４５条
消費者安全法施行令第９条

消費者安全法に基づく勧
告・命令等の権限移譲

消費者安全法に基づく勧告・命令に係る並行権限の付
与及び報告徴収対象の拡大をすること。

【現在の制度】
平成２４年８月に改正され、平成２５年４月に施行された消費者安全法において、同法第２条第５項第３号
に規定する財産に関する事故等が発生した場合における報告徴収・立入調査の権限が、当該自治体の
同意を前提に地方自治体に委任されることになった。
【制度改正の必要性】
現在、地方自治体は、報告徴収・立入調査を行うことはできるが、勧告・命令の権限が国に留保されてお
り、消費者の財産被害拡大防止のための迅速な対応の妨げになっている。
例えば、都において調査等を行い消費者庁に措置要求を行った場合、消費者庁で事実関係の確認や当
該事案が「すき間事案」に該当するかどうかについて再検証を行うため、時間を要することになり、その間
に消費者被害が拡大することが懸念される。
そこで、消費者安全法による国からの権限の受任に基づき、地方自治体が報告徴収・立入調査だけでな
く、勧告・命令を行うことができるよう、並行権限を付与していただきたい。
また現在、地方自治体が報告徴収等を行うことができる対象は、当該地方自治体の区域内に所在する事
業者に限られている。このため、都民が被害にあっても都外の事業者であれば対応することができないこと
から、その対象を当該地方自治体の区域外に所在する事業者まで拡大していただきたい。
これにより、調査から事業者処分まで一貫した迅速な対応が可能となり、消費者の財産被害の拡大を防止
することで、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に繋がる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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－ － － － － －

－ － － － － －

４【消費者庁】
（１）消費者安全法（平21法50）
（ⅱ）多数消費者財産被害事態を発生させた事業者に対する勧告（40条４項）及び命令（40条
５項）については、現行制度の下で共同調査の実施など国と地方の連携を強化しつつ、希望
する都道府県に権限を付与することについて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を
講ずる。

【消費者庁】財産事案の共同調査の促進について（依頼）（平成27年4
月3日付け消費者庁消費者政策課長事務連絡）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_745-
1

４【消費者庁】
（１）消費者安全法（平21法50）
（ⅰ）希望する都道府県等に権限が付与されている、事業者に対する報告徴収及び立入調査
等（施行令９条）については、その対象を当該都道府県等の区域外に所在する事業者にも拡
大する。
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H26 781-
1

03_医療・福
祉

都道府県 兵庫県

【共同提案】
京都府、徳島県

厚生労働省 A　権限
移譲

医師法第16条の２第１項に規定
する臨床研修に関する省令

臨床研修病院の指定、
研修医受入定員調整権
限の都道府県への移譲

・人口１０万人に対する医師数が全国及び県平均を下回
るへき地の医師増を図る取組として、循環型研修プログ
ラム設定にともなう裁量拡大と地域枠出身の臨床研修医
を別枠扱いできるよう求める。
※循環型研修プログラム（都市部、へき地等の医療機関
が連携して一つの臨床研修として運営するプログラム）
・加えて、国が一方的に定めている臨床研修病院の指
定、研修医受入定員調整について、都道府県が地域事
情や政策的な必要性も勘案して設定できるよう制度を見
直すこと。
(1) へき地とそれ以外の地域に所在する臨床研修病院を
グループ化して循環型研修を実施するプログラムを設定
し、当該プログラムでの研修希望者が研修定員を超過し
た場合、超過分を都道府県全体の定員枠として調整でき
るように見直すこと。
(2) いわゆる地域枠出身の臨床研修医は個々の臨床研
修病院の研修医受入定員枠とは別枠で扱い、都道府県
の裁量で配分できるように見直すこと。

【現行】
臨床研修病院の研修医受入定員に関し、国が示す定員枠は、各都道府県の人口、医師養成数、面積、
離島の有無など、地理的条件等を考慮して算出されており、医師が大都市へ集中しないように一定程度
の配慮がなされている。
【支障事例】
本県は、10万人あたりの医師数の平均が全国平均並であるものの、圏域によっては、全国平均及び県平
均を下回る圏域が存在することから、特にへき地の医師増を図る取組が必要である。
国の医学部入学定員の緊急・臨時的増員も含めた地域枠出身の臨床研修医も、各病院の定員内数とし
て処理されていることから、へき地等における医師不足病院においては現状以上の臨床研修医の確保が
困難な状況にある。
【移譲による効果】
見直しにより、医師の募集定員の増加等が見込めることから、研修医のへき地等における医師不足が一
定程度緩和されることになる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 781-
2

03_医療・福
祉

都道府県 兵庫県

【共同提案】
京都府、徳島県

厚生労働省 A　権限
移譲

医師法第16条の２第１項に規定
する臨床研修に関する省令

臨床研修病院の指定、
研修医受入定員調整権
限の都道府県への移譲

・人口１０万人に対する医師数が全国及び県平均を下回
るへき地の医師増を図る取組として、循環型研修プログ
ラム設定にともなう裁量拡大と地域枠出身の臨床研修医
を別枠扱いできるよう求める。
※循環型研修プログラム（都市部、へき地等の医療機関
が連携して一つの臨床研修として運営するプログラム）
・加えて、国が一方的に定めている臨床研修病院の指
定、研修医受入定員調整について、都道府県が地域事
情や政策的な必要性も勘案して設定できるよう制度を見
直すこと。
(1) へき地とそれ以外の地域に所在する臨床研修病院を
グループ化して循環型研修を実施するプログラムを設定
し、当該プログラムでの研修希望者が研修定員を超過し
た場合、超過分を都道府県全体の定員枠として調整でき
るように見直すこと。
(2) いわゆる地域枠出身の臨床研修医は個々の臨床研
修病院の研修医受入定員枠とは別枠で扱い、都道府県
の裁量で配分できるように見直すこと。

【現行】
臨床研修病院の研修医受入定員に関し、国が示す定員枠は、各都道府県の人口、医師養成数、面積、
離島の有無など、地理的条件等を考慮して算出されており、医師が大都市へ集中しないように一定程度
の配慮がなされている。
【支障事例】
本県は、10万人あたりの医師数の平均が全国平均並であるものの、圏域によっては、全国平均及び県平
均を下回る圏域が存在することから、特にへき地の医師増を図る取組が必要である。
国の医学部入学定員の緊急・臨時的増員も含めた地域枠出身の臨床研修医も、各病院の定員内数とし
て処理されていることから、へき地等における医師不足病院においては現状以上の臨床研修医の確保が
困難な状況にある。
【移譲による効果】
見直しにより、医師の募集定員の増加等が見込めることから、研修医のへき地等における医師不足が一
定程度緩和されることになる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 786-
1

09_土木・建
築

都道府県 兵庫県

【共同提案】
和歌山県、徳島
県

国土交通省 A　権限
移譲

建築基準法第49条第２項、第68
条の２第５項

建築基準法における特
別用途地区等内の建築
物に係る市町村等条例
による制限緩和の際の承
認権限の都道府県への
移譲

建築基準法第49条第２項中「地方公共団体」を「市町村」
に改めるとともに、法第49条第２項及び第68条の２第５項
中条例により建築基準法の規定による制限を緩和する際
の「国土交通大臣」の承認を「都道府県知事」の承認に
改める。

【現行】
都市計画法上は、特別用途地区については、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさ
わしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、地区計画については、区域の
特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備・開発・保全するため、市町村に決定権限が
付与されており、決定にあたっても都道府県との協議（町村にあっては同意）で足ることとされている。
【制度改正の必要性】
これと同様に都道府県知事が市町村の条例による制限の緩和を承認することにより、手続の整合及びそ
の円滑化を図ることができ、より地域の実態に即した緩和を行うことができる。
【改正による効果】
建築基準法第48条各項の用途地域の例外許可については、国からの技術的助言等により、建築審査会
での調査審議を経ながら、特定行政庁である都道府県が法の趣旨に反しないことなどを判断している。
今後、今回の提案項目についても技術的助言等が発出されることにより、国に代わり都道府県が確認機
能を果たすことができると考えられる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 786-
2

09_土木・建
築

都道府県 兵庫県

【共同提案】
和歌山県、徳島
県

国土交通省 A　権限
移譲

建築基準法第49条第２項、第68
条の２第６項

建築基準法における特
別用途地区等内の建築
物に係る市町村等条例
による制限緩和の際の承
認権限の都道府県への
移譲

建築基準法第49条第２項中「地方公共団体」を「市町村」
に改めるとともに、法第49条第２項及び第68条の２第６項
中条例により建築基準法の規定による制限を緩和する際
の「国土交通大臣」の承認を「都道府県知事」の承認に
改める。

【現行】
都市計画法上は、特別用途地区については、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさ
わしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、地区計画については、区域の
特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備・開発・保全するため、市町村に決定権限が
付与されており、決定にあたっても都道府県との協議（町村にあっては同意）で足ることとされている。
【制度改正の必要性】
これと同様に都道府県知事が市町村の条例による制限の緩和を承認することにより、手続の整合及びそ
の円滑化を図ることができ、より地域の実態に即した緩和を行うことができる。
【改正による効果】
建築基準法第48条各項の用途地域の例外許可については、国からの技術的助言等により、建築審査会
での調査審議を経ながら、特定行政庁である都道府県が法の趣旨に反しないことなどを判断している。
今後、今回の提案項目についても技術的助言等が発出されることにより、国に代わり都道府県が確認機
能を果たすことができると考えられる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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－ － － － － －

４【厚生労働省】
（３）医師法（昭23法201）
（ⅰ）厚生労働省が設定する各臨床研修病院における研修医の募集定員については、都道
府県が希望する場合には、直近の研修医採用実績を踏まえ設定される都道府県の調整枠に
加え、人口、医学部入学定員、地理的条件等に応じ設定される基礎数も含めて、当該都道府
県が各臨床研修病院に配分できるようにする方向で検討し、平成27年中に結論を得る。

【厚生労働省】「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する
省令の施行について」の一部改正について（平成27年3月31日付け厚
生労働省医政局長通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_781-
2

６　【国土交通省】
（１）建築基準法（昭25法201）
（ⅶ）以下に掲げる事務については、事務の迅速かつ円滑な執行に資するため、国土交通大
臣が認めた具体的な事例に関して、地方公共団体に情報提供を行う。
・特別用途地区内における地方公共団体の条例による建築基準法の制限緩
和（49条２項）
・地区計画等の目的を達成するために行う市町村の条例による建築基準法
の制限緩和（68条の２第５項）
・伝統的建造物群保存地区内における市町村の条例による建築基準法の制
限緩和（85条の３）

【国土交通省】建築基準法に基づく国土交通大臣の承認を得て、条例
により建築基準法の規定を緩和した具体的な事例について（技術的助
言）（平成27年12月24日付け国土交通省住宅局市街地建築課長通
知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_786-
1

６　【国土交通省】
（１）建築基準法（昭25法201）
（ⅶ）以下に掲げる事務については、事務の迅速かつ円滑な執行に資するため、国土交通大
臣が認めた具体的な事例に関して、地方公共団体に情報提供を行う。
・特別用途地区内における地方公共団体の条例による建築基準法の制限緩
和（49条２項）
・地区計画等の目的を達成するために行う市町村の条例による建築基準法
の制限緩和（68条の２第５項）
・伝統的建造物群保存地区内における市町村の条例による建築基準法の制
限緩和（85条の３）

【国土交通省】建築基準法に基づく国土交通大臣の承認を得て、条例
により建築基準法の規定を緩和した具体的な事例について（技術的助
言）（平成27年12月24日付け国土交通省住宅局市街地建築課長通
知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_786-
2
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【(1)について】これまでの計画変更申請は全て、指定金融機関の追加が主であり、追加に必要となる地域
協議会の事前協議に時間を要し、年３回の申請受付の関係で、融資予定日までに認定を受けられず、支
援措置の活用を断念したケースがあった。計画変更に係る総理大臣認定事項を限定的に明記すること
で、計画への記載が形式的なものは、「軽微な変更」として明確になり、事務局への「届出」ですみ、より速
やかな変更が可能となる。また、上記の変更は、既に国と協議済みの内容であり、改めて地域協議会の事
前協議を得る実益はなく事後報告で十分であり、「軽微な変更」として事前協議が不要となれば、さらに速
やかな計画変更が可能となる。運用で行われている事務局への「届出」制度が明文化されていないため、
「評価指標及び数値目標」の変更に当たり、地域協議会による事前協議が必要か事務局へ照会したとこ
ろ、回答までに時間を要した。運用方法が明文化されていれば、このような時間的ロスがなくなり、速やか
に事務手続きができる。
【(2)について】国と地方の協議は年２回と限られ、協議結果を待たなければ、特例・支援措置を活用でき
ず、(1)が認められたとしても、回数が限られていれば、即座に効果を最大限発揮できない。金融上の支援
措置の集中受付回数についても同様であり、集中受付期間の見直しが必要。
【(3)について】金融上の支援措置は、３～５月までの融資分が対象外となっており、６～２月に融資を行う
事業者との不公平が生じている。融資の実行時期は事業スケジュールと密接に関係しているが、現行の
対象期間に融資を行うよう、事業スケジュールをずらすケースもあり、事業の計画的遂行に支障を来して
いる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

内閣官房、
内閣府

B　地方
に対する
規制緩和

総合特別区域法第35条第７項、
第37条、総合特別区域法施行
規則第31条等

国際戦略総合特別区域
及び地域活性化総合特
別区域にかかる規制緩
和について
(1) 総合特区計画の変更
に係る内閣総理大臣認
定事項の範囲及び運用
上の「軽微な変更」の「届
出」制度の明文化
(2) 規制の特例措置に係
る「国と地方の協議」や金
融上の支援措置の集中
受付期間の回数増
(3) 現行対象外となって
いる３～５月までの融資
実行分も金融上の支援
措置の対象とすること
などの制度の運用改善
※以下地域活性化総合
特別区域を例として記載
するが、国際戦略総合特
別区域についても同様の
措置。

(1) 地域活性化総合特別区域計画の変更を行う際、規制
の特例措置や指定金融機関の追加変更は、総理大臣の
認定が不要の「軽微な変更」とするとともに、運用で行わ
れている事務局への「届出」制度を明文化すること。
(2) 上記が認められた場合、速やかな計画変更により、特
例・支援措置の効果の即時発揮が可能となるため、その
効果を最大限発揮するためにも規制の特例措置に係る
「国と地方の協議」や金融上の支援措置の集中受付期
間の回数を増やすこと。
(3) 融資の実行時期については、３～５月も支援措置の
融資対象期間に含めること。

H26 812-
3

07_産業振
興

都道府県 兵庫県

【共同提案】
京都府、鳥取
県、徳島県

H26 812-
2

07_産業振
興

都道府県 兵庫県

【共同提案】
京都府、鳥取
県、徳島県

内閣官房、
内閣府

B　地方
に対する
規制緩和

総合特別区域法第35条第７項、
第37条、総合特別区域法施行
規則第31条等

国際戦略総合特別区域
及び地域活性化総合特
別区域にかかる規制緩
和について
(1) 総合特区計画の変更
に係る内閣総理大臣認
定事項の範囲及び運用
上の「軽微な変更」の「届
出」制度の明文化
(2) 規制の特例措置に係
る「国と地方の協議」や金
融上の支援措置の集中
受付期間の回数増
(3) 現行対象外となって
いる３～５月までの融資
実行分も金融上の支援
措置の対象とすること
などの制度の運用改善
※以下地域活性化総合
特別区域を例として記載
するが、国際戦略総合特
別区域についても同様の
措置。

(1) 地域活性化総合特別区域計画の変更を行う際、規制
の特例措置や指定金融機関の追加変更は、総理大臣の
認定が不要の「軽微な変更」とするとともに、運用で行わ
れている事務局への「届出」制度を明文化すること。
(2) 上記が認められた場合、速やかな計画変更により、特
例・支援措置の効果の即時発揮が可能となるため、その
効果を最大限発揮するためにも規制の特例措置に係る
「国と地方の協議」や金融上の支援措置の集中受付期
間の回数を増やすこと。
(3) 融資の実行時期については、３～５月も支援措置の
融資対象期間に含めること。

【(1)について】これまでの計画変更申請は全て、指定金融機関の追加が主であり、追加に必要となる地域
協議会の事前協議に時間を要し、年３回の申請受付の関係で、融資予定日までに認定を受けられず、支
援措置の活用を断念したケースがあった。計画変更に係る総理大臣認定事項を限定的に明記すること
で、計画への記載が形式的なものは、「軽微な変更」として明確になり、事務局への「届出」ですみ、より速
やかな変更が可能となる。また、上記の変更は、既に国と協議済みの内容であり、改めて地域協議会の事
前協議を得る実益はなく事後報告で十分であり、「軽微な変更」として事前協議が不要となれば、さらに速
やかな計画変更が可能となる。運用で行われている事務局への「届出」制度が明文化されていないため、
「評価指標及び数値目標」の変更に当たり、地域協議会による事前協議が必要か事務局へ照会したとこ
ろ、回答までに時間を要した。運用方法が明文化されていれば、このような時間的ロスがなくなり、速やか
に事務手続きができる。
【(2)について】国と地方の協議は年２回と限られ、協議結果を待たなければ、特例・支援措置を活用でき
ず、(1)が認められたとしても、回数が限られていれば、即座に効果を最大限発揮できない。金融上の支援
措置の集中受付回数についても同様であり、集中受付期間の見直しが必要。
【(3)について】金融上の支援措置は、３～５月までの融資分が対象外となっており、６～２月に融資を行う
事業者との不公平が生じている。融資の実行時期は事業スケジュールと密接に関係しているが、現行の
対象期間に融資を行うよう、事業スケジュールをずらすケースもあり、事業の計画的遂行に支障を来して
いる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

【(1)について】これまでの計画変更申請は全て、指定金融機関の追加が主であり、追加に必要となる地域
協議会の事前協議に時間を要し、年３回の申請受付の関係で、融資予定日までに認定を受けられず、支
援措置の活用を断念したケースがあった。計画変更に係る総理大臣認定事項を限定的に明記すること
で、計画への記載が形式的なものは、「軽微な変更」として明確になり、事務局への「届出」ですみ、より速
やかな変更が可能となる。また、上記の変更は、既に国と協議済みの内容であり、改めて地域協議会の事
前協議を得る実益はなく事後報告で十分であり、「軽微な変更」として事前協議が不要となれば、さらに速
やかな計画変更が可能となる。運用で行われている事務局への「届出」制度が明文化されていないため、
「評価指標及び数値目標」の変更に当たり、地域協議会による事前協議が必要か事務局へ照会したとこ
ろ、回答までに時間を要した。運用方法が明文化されていれば、このような時間的ロスがなくなり、速やか
に事務手続きができる。
【(2)について】国と地方の協議は年２回と限られ、協議結果を待たなければ、特例・支援措置を活用でき
ず、(1)が認められたとしても、回数が限られていれば、即座に効果を最大限発揮できない。金融上の支援
措置の集中受付回数についても同様であり、集中受付期間の見直しが必要。
【(3)について】金融上の支援措置は、３～５月までの融資分が対象外となっており、６～２月に融資を行う
事業者との不公平が生じている。融資の実行時期は事業スケジュールと密接に関係しているが、現行の
対象期間に融資を行うよう、事業スケジュールをずらすケースもあり、事業の計画的遂行に支障を来して
いる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

内閣官房、
内閣府

B　地方
に対する
規制緩和

総合特別区域法第35条第７項、
第37条、総合特別区域法施行
規則第31条等

国際戦略総合特別区域
及び地域活性化総合特
別区域にかかる規制緩
和について
(1) 総合特区計画の変更
に係る内閣総理大臣認
定事項の範囲及び運用
上の「軽微な変更」の「届
出」制度の明文化
(2) 規制の特例措置に係
る「国と地方の協議」や金
融上の支援措置の集中
受付期間の回数増
(3) 現行対象外となって
いる３～５月までの融資
実行分も金融上の支援
措置の対象とすること
などの制度の運用改善
※以下地域活性化総合
特別区域を例として記載
するが、国際戦略総合特
別区域についても同様の
措置。

(1) 地域活性化総合特別区域計画の変更を行う際、規制
の特例措置や指定金融機関の追加変更は、総理大臣の
認定が不要の「軽微な変更」とするとともに、運用で行わ
れている事務局への「届出」制度を明文化すること。
(2) 上記が認められた場合、速やかな計画変更により、特
例・支援措置の効果の即時発揮が可能となるため、その
効果を最大限発揮するためにも規制の特例措置に係る
「国と地方の協議」や金融上の支援措置の集中受付期
間の回数を増やすこと。
(3) 融資の実行時期については、３～５月も支援措置の
融資対象期間に含めること。

H26 812-
1

07_産業振
興

都道府県 兵庫県

【共同提案】
京都府、鳥取
県、徳島県
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URL

国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 資料等

６【内閣官房（２）】【内閣府（１）】
総合特別区域法（平23法81）
（ⅳ）国際戦略総合特区支援利子補給金（28条）及び地域活性化総合特区支援利子補給金
（56条）の融資対象時期に、３月及び翌年度予算の成立を条件として翌年度の４・５月を追加
する。さらに、事業者推薦の申請受付については、４・５月の融資を対象とした受付時期を追加
する。

【内閣官房】【内閣府】総合特別区域の運用について（平成27年2月26
日付け事務連絡）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_812-
2

６【内閣官房（２）】【内閣府（１）】
総合特別区域法（平23法81）
（ⅱ）規制の特例措置に関する提案（10条及び33条）は通年で受け付けていることや、総合特
別区域に指定された地方公共団体からの提案数及び要望を踏まえて効率的かつ効果的に国
と地方の協議を行うなど、提案の実現に向けて最大限努力することを、地方公共団体に通知
する。

６【内閣官房（２）】【内閣府（１）】
総合特別区域法（平23法81）
（ⅲ）国際戦略総合特別区域計画の認定（12条10項）及び地域活性化総合特別区域計画の
認定（35条10項）に係る法に定める認定事項（12条２項又は35条２項）以外の届出を求めてい
る事項について、関係者向けの文書で明確化する。
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年別
管理
番号

関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容分野
提案団体
の属性

提案
団体

年

H26 842-
1

10_運輸・交
通

都道府県 愛媛県 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

地域公共交通確保維持改善事
業費補助金交付要綱別表４の
ホ、別表６のロ②（1）（及びニ）、
表７の５、別表８

地域公共交通確保維持
改善事業費補助金の補
助要件の緩和

【地域間幹線系統確保維持費国庫補助金】
・輸送量要件15人/日以上を10人/日以上に緩和する。
【地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金】
・現行の法指定による過疎地域や振興山村での運行とい
う要件に加え、地域の実情を踏まえた基準（高齢化率概
ね50％超等）を加える。
・市町毎に人口等を基準に国が算定する補助上限額を
引上げる。
【車両減価償却費等国庫補助金】
・車両購入費補助について、現行の５ヶ年の減価償却費
補助から、従前の購入時一括補助とする。

本県の生活バス路線は、国庫補助制度の補助要件となる輸送量（１５人/日以上）を満たさない路線がほと
んどであることから、四国ブロックの実情（１０人/日以上）に応じて輸送量要件の緩和が必要である。
山間部が点在している市町では、複数のフィーダー系統（バスの停留所、鉄軌道駅などで幹線交通に接
続して乗り継ぎすることのできる系統）の役割を担う路線があるが、現行の地域内フィーダー系統補助金の
要件では、採択されない路線があり、また市町毎に補助上限額が設定されるため、地方負担が大きいもの
となっている。
車両の更新は、安全性や路線維持の観点からも必要であり、更新(購入)時には多額の経費が一括で必要
となるにもかかわらず、その経費に係る補助は、５年間に分割されたものとなっている。
（詳細は別紙のとおり）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 842-
2

10_運輸・交
通

都道府県 愛媛県 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

地域公共交通確保維持改善事
業費補助金交付要綱別表４の
ホ、別表６のロ②（1）（及びニ）、
表７の５、別表８

地域公共交通確保維持
改善事業費補助金の補
助要件の緩和

【地域間幹線系統確保維持費国庫補助金】
・輸送量要件15人/日以上を10人/日以上に緩和する。
【地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金】
・現行の法指定による過疎地域や振興山村での運行とい
う要件に加え、地域の実情を踏まえた基準（高齢化率概
ね50％超等）を加える。
・市町毎に人口等を基準に国が算定する補助上限額を
引上げる。
【車両減価償却費等国庫補助金】
・車両購入費補助について、現行の５ヶ年の減価償却費
補助から、従前の購入時一括補助とする。

本県の生活バス路線は、国庫補助制度の補助要件となる輸送量（１５人/日以上）を満たさない路線がほと
んどであることから、四国ブロックの実情（１０人/日以上）に応じて輸送量要件の緩和が必要である。
山間部が点在している市町では、複数のフィーダー系統（バスの停留所、鉄軌道駅などで幹線交通に接
続して乗り継ぎすることのできる系統）の役割を担う路線があるが、現行の地域内フィーダー系統補助金の
要件では、採択されない路線があり、また市町毎に補助上限額が設定されるため、地方負担が大きいもの
となっている。
車両の更新は、安全性や路線維持の観点からも必要であり、更新(購入)時には多額の経費が一括で必要
となるにもかかわらず、その経費に係る補助は、５年間に分割されたものとなっている。
（詳細は別紙のとおり）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 842-
3

10_運輸・交
通

都道府県 愛媛県 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

地域公共交通確保維持改善事
業費補助金交付要綱別表４の
ホ、別表６のロ②（1）（及びニ）、
表７の５、別表８

地域公共交通確保維持
改善事業費補助金の補
助要件の緩和

【地域間幹線系統確保維持費国庫補助金】
・輸送量要件15人/日以上を10人/日以上に緩和する。
【地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金】
・現行の法指定による過疎地域や振興山村での運行とい
う要件に加え、地域の実情を踏まえた基準（高齢化率概
ね50％超等）を加える。
・市町毎に人口等を基準に国が算定する補助上限額を
引上げる。
【車両減価償却費等国庫補助金】
・車両購入費補助について、現行の５ヶ年の減価償却費
補助から、従前の購入時一括補助とする。

本県の生活バス路線は、国庫補助制度の補助要件となる輸送量（１５人/日以上）を満たさない路線がほと
んどであることから、四国ブロックの実情（１０人/日以上）に応じて輸送量要件の緩和が必要である。
山間部が点在している市町では、複数のフィーダー系統（バスの停留所、鉄軌道駅などで幹線交通に接
続して乗り継ぎすることのできる系統）の役割を担う路線があるが、現行の地域内フィーダー系統補助金の
要件では、採択されない路線があり、また市町毎に補助上限額が設定されるため、地方負担が大きいもの
となっている。
車両の更新は、安全性や路線維持の観点からも必要であり、更新(購入)時には多額の経費が一括で必要
となるにもかかわらず、その経費に係る補助は、５年間に分割されたものとなっている。
（詳細は別紙のとおり）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 812-
4

07_産業振
興

都道府県 兵庫県

【共同提案】
京都府、鳥取
県、徳島県

内閣官房、
内閣府

B　地方
に対する
規制緩和

総合特別区域法第35条第７項、
第37条、総合特別区域法施行
規則第31条等

国際戦略総合特別区域
及び地域活性化総合特
別区域にかかる規制緩
和について
(1) 総合特区計画の変更
に係る内閣総理大臣認
定事項の範囲及び運用
上の「軽微な変更」の「届
出」制度の明文化
(2) 規制の特例措置に係
る「国と地方の協議」や金
融上の支援措置の集中
受付期間の回数増
(3) 現行対象外となって
いる３～５月までの融資
実行分も金融上の支援
措置の対象とすること
などの制度の運用改善
※以下地域活性化総合
特別区域を例として記載
するが、国際戦略総合特
別区域についても同様の
措置。

(1) 地域活性化総合特別区域計画の変更を行う際、規制
の特例措置や指定金融機関の追加変更は、総理大臣の
認定が不要の「軽微な変更」とするとともに、運用で行わ
れている事務局への「届出」制度を明文化すること。
(2) 上記が認められた場合、速やかな計画変更により、特
例・支援措置の効果の即時発揮が可能となるため、その
効果を最大限発揮するためにも規制の特例措置に係る
「国と地方の協議」や金融上の支援措置の集中受付期
間の回数を増やすこと。
(3) 融資の実行時期については、３～５月も支援措置の
融資対象期間に含めること。

【(1)について】これまでの計画変更申請は全て、指定金融機関の追加が主であり、追加に必要となる地域
協議会の事前協議に時間を要し、年３回の申請受付の関係で、融資予定日までに認定を受けられず、支
援措置の活用を断念したケースがあった。計画変更に係る総理大臣認定事項を限定的に明記すること
で、計画への記載が形式的なものは、「軽微な変更」として明確になり、事務局への「届出」ですみ、より速
やかな変更が可能となる。また、上記の変更は、既に国と協議済みの内容であり、改めて地域協議会の事
前協議を得る実益はなく事後報告で十分であり、「軽微な変更」として事前協議が不要となれば、さらに速
やかな計画変更が可能となる。運用で行われている事務局への「届出」制度が明文化されていないため、
「評価指標及び数値目標」の変更に当たり、地域協議会による事前協議が必要か事務局へ照会したとこ
ろ、回答までに時間を要した。運用方法が明文化されていれば、このような時間的ロスがなくなり、速やか
に事務手続きができる。
【(2)について】国と地方の協議は年２回と限られ、協議結果を待たなければ、特例・支援措置を活用でき
ず、(1)が認められたとしても、回数が限られていれば、即座に効果を最大限発揮できない。金融上の支援
措置の集中受付回数についても同様であり、集中受付期間の見直しが必要。
【(3)について】金融上の支援措置は、３～５月までの融資分が対象外となっており、６～２月に融資を行う
事業者との不公平が生じている。融資の実行時期は事業スケジュールと密接に関係しているが、現行の
対象期間に融資を行うよう、事業スケジュールをずらすケースもあり、事業の計画的遂行に支障を来して
いる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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６【国土交通省】
（20）地域公共交通確保維持改善事業費補助金
（ⅰ）地域間幹線系統及び地域内フィーダー系統に対する補助については、地域公共交通の
活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律（平26法41）により整備された新たな枠
組みの下、国土交通大臣が認定した地域公共交通再編実施計画に基づいて地域公共交通
ネットワークを再構築する取組に対する支援の要件を見直す。

６【国土交通省】
（20）地域公共交通確保維持改善事業費補助金
（ⅰ）地域間幹線系統及び地域内フィーダー系統に対する補助については、地域公共交通の
活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律（平26法41）により整備された新たな枠
組みの下、国土交通大臣が認定した地域公共交通再編実施計画に基づいて地域公共交通
ネットワークを再構築する取組に対する支援の要件を見直す。

－ － － － － －

６【内閣官房（２）】【内閣府（１）】
総合特別区域法（平23法81）
（ⅳ）国際戦略総合特区支援利子補給金（28条）及び地域活性化総合特区支援利子補給金
（56条）の融資対象時期に、３月及び翌年度予算の成立を条件として翌年度の４・５月を追加
する。さらに、事業者推薦の申請受付については、４・５月の融資を対象とした受付時期を追加
する。
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H26 861-
1

09_土木・建
築

都道府県 愛媛県 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

公営住宅法第２条・第36条
公営住宅法施行令第10条

地域の実情に応じた事業
実施のための公営住宅
建替事業の施行要件の
一部の廃止等

公営住宅建替事業の定義である現地建替要件を廃止し
て、非現地建替も公営住宅建替事業とする。
公営住宅建替事業の施行要件である敷地規模要件（市
街地0.1ha以上）及び戸数要件（従前戸数以上）を廃止
する。

敷地が小規模である（建替時において時代により見直されている最低居住水準を確保するため、１住戸の
床面積を大きくする必要があることから、従前の整備戸数以上を当該敷地で確保することが困難）等の理
由により別の敷地に建替える場合は、公営住宅建替事業（法定建替）の定義から外れることから、従前住
宅（除却予定住宅）の入居者に対する明渡請求権が付与されず、入居者との移転に関する協議が難航し
事業が長期化する等、円滑な建替に支障（移転に関する協議が長期化し従前住宅敷地の売却等に支
障）をきたすことがある。
都市計画区域外等の郊外や小規模敷地での建替、人口減少を受けた従前戸数未満の建替といった地域
の実情、個々の団地事情に応じた公営住宅建替事業が不可能である。

敷地規模要件や戸数要件がなければ、人口減少を受けた中長期的な公営住宅の需要に応じ、公営住宅
の直接供給だけではなく、借上げ公営住宅の導入や公営住宅以外の住宅による対応等、地方の実情、
個々の団地事業に応じた柔軟かつ円滑な建替や非現地建替が公営住宅建替事業として可能となる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 861-
2

09_土木・建
築

都道府県 愛媛県 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

公営住宅法第２条・第36条
公営住宅法施行令第10条

地域の実情に応じた事業
実施のための公営住宅
建替事業の施行要件の
一部の廃止等

公営住宅建替事業の定義である現地建替要件を廃止し
て、非現地建替も公営住宅建替事業とする。
公営住宅建替事業の施行要件である敷地規模要件（市
街地0.1ha以上）及び戸数要件（従前戸数以上）を廃止
する。

敷地が小規模である（建替時において時代により見直されている最低居住水準を確保するため、１住戸の
床面積を大きくする必要があることから、従前の整備戸数以上を当該敷地で確保することが困難）等の理
由により別の敷地に建替える場合は、公営住宅建替事業（法定建替）の定義から外れることから、従前住
宅（除却予定住宅）の入居者に対する明渡請求権が付与されず、入居者との移転に関する協議が難航し
事業が長期化する等、円滑な建替に支障（移転に関する協議が長期化し従前住宅敷地の売却等に支
障）をきたすことがある。
都市計画区域外等の郊外や小規模敷地での建替、人口減少を受けた従前戸数未満の建替といった地域
の実情、個々の団地事情に応じた公営住宅建替事業が不可能である。

敷地規模要件や戸数要件がなければ、人口減少を受けた中長期的な公営住宅の需要に応じ、公営住宅
の直接供給だけではなく、借上げ公営住宅の導入や公営住宅以外の住宅による対応等、地方の実情、
個々の団地事業に応じた柔軟かつ円滑な建替や非現地建替が公営住宅建替事業として可能となる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 861-
3

09_土木・建
築

都道府県 愛媛県 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

公営住宅法第２条・第36条
公営住宅法施行令第10条

地域の実情に応じた事業
実施のための公営住宅
建替事業の施行要件の
一部の廃止等

公営住宅建替事業の定義である現地建替要件を廃止し
て、非現地建替も公営住宅建替事業とする。
公営住宅建替事業の施行要件である敷地規模要件（市
街地0.1ha以上）及び戸数要件（従前戸数以上）を廃止
する。

敷地が小規模である（建替時において時代により見直されている最低居住水準を確保するため、１住戸の
床面積を大きくする必要があることから、従前の整備戸数以上を当該敷地で確保することが困難）等の理
由により別の敷地に建替える場合は、公営住宅建替事業（法定建替）の定義から外れることから、従前住
宅（除却予定住宅）の入居者に対する明渡請求権が付与されず、入居者との移転に関する協議が難航し
事業が長期化する等、円滑な建替に支障（移転に関する協議が長期化し従前住宅敷地の売却等に支
障）をきたすことがある。
都市計画区域外等の郊外や小規模敷地での建替、人口減少を受けた従前戸数未満の建替といった地域
の実情、個々の団地事情に応じた公営住宅建替事業が不可能である。

敷地規模要件や戸数要件がなければ、人口減少を受けた中長期的な公営住宅の需要に応じ、公営住宅
の直接供給だけではなく、借上げ公営住宅の導入や公営住宅以外の住宅による対応等、地方の実情、
個々の団地事業に応じた柔軟かつ円滑な建替や非現地建替が公営住宅建替事業として可能となる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

要約版
【制度改正の経緯】
近年のゲーム機やスマホ・携帯電話の普及は社会現象になっており、多くの大人たちは子どもたちが外遊
びをしなくなったと懸念していることから、市民に最も身近に利用できる公園である街区公園は、「ボール
遊びのできる公園」や「健康遊具の設置」など地域ニーズに即した効率的で効果的な対応が求められてい
る。
【支障事例】
本市では、「市民１人当たりの公園面積10㎡以上」を目標にしているが現在約7.0㎡であり、他の中核市に
比較しても少ない状況であるが、整備が求められる中心市街地及び周辺住宅地では、要件となっている
2ha以上の用地確保が困難なことから、新規整備が停滞している。
一方、要件緩和されている「防災公園」においても「5)帰宅支援場所の機能を有する公園緑地」は、交付
対象事業に「遊戯施設」が含まれていない。
また、用地購入する場合と比べ経費を節減できる借地公園についても、平成23年度までに着手された事
業に限られ、新規公園整備の推進に支障となっている。
【懸念の解消策】
そこで、面積要件が街区公園程度（0.25ha）に緩和されること、及び、防災公園であっても防災機能を備え
た遊戯施設を設置すること、また、借地公園整備の期間を恒久措置化、若しくは、期間延長されることは、
地域住民に身近な公園整備が一層推進できる環境となる。
このことは、民間開発事業者が設置するべき公園・緑地を緩和でき、民間事業の促進につながる。
さらに、都市公園事業で街区公園の改築が可能となることで、策定した長寿命化計画に沿ったリフレッシュ
が可能となり、健全な公共施設管理につながる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

社会資本整備総合交付金交付
要綱
附属第２編
イ-12-（１）、イ-12-（11）

都市公園等の整備に係
る交付対象事業要件の
緩和

地域の実情に合った交付対象事業要件の緩和
１．イ-12-（１）都市公園事業の交付対象面積要件を「2ha
以上」から、街区公園程度（0.25ha）の面積に緩和。
２．イ-12-（１）都市公園事業の交付対象事業のうち帰宅
支援場所の機能を有する公園緑地について、対象となる
施設に遊戯施設を追加することに緩和。
３．イ-12-（11）市民緑地等整備事業の借地公園の整備
において、要件③で定められる“（平成23年度までに着
手された事業に限る。）”を恒久措置化、若しくは、期間
延長することに緩和。

H26 87-1 09_土木・建
築

中核市 松山市
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６　【国土交通省】
（４）公営住宅法（昭26法193）
（ⅰ）公営住宅の建替えについては、公営住宅建替事業の施行に係る現地要件（公営住宅の
存していた土地の全部又は一部の区域に、新たに公営住宅を建設することを必要とするもの）
（２条15号）を満たさない事業についても、事業主体において円滑な施行が可能となるよう、引
き続き財政面の支援など必要な措置を講ずる。

【国土交通省】公営住宅建替事業の施行要件等について（平成27年1
月30日付け国土交通省住宅局住宅総合整備課長通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_861-
1

６　【国土交通省】
（４）公営住宅法（昭26法193）
（ⅱ）公営住宅建替事業の施行に係る市街地要件（除却すべき公営住宅が市街地の区域又
は市街化が予想される区域内の一定規模以上の土地に集団的に存していることを必要とする
もの）（36条１号）については、除却すべき公営住宅が都市計画区域外等の郊外にある場合を
一律に排除する趣旨ではないことを、地方公共団体に通知する。

【国土交通省】公営住宅建替事業の施行要件等について（平成27年1
月30日付け国土交通省住宅局住宅総合整備課長通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_861-
2

６　【国土交通省】
（４）公営住宅法（昭26法193）
（ⅲ）公営住宅建替事業の施行に係る戸数要件（新たに整備すべき公営住宅の戸数が除却す
べき公営住宅の戸数以上であることを必要とするもの）（36条３号）については、地域の公営住
宅に対するニーズが減少している場合には、居住者の再入居を保障することを前提に、同号
の「特別の事情」に該当し、新たに整備すべき公営住宅の戸数が入居者の存する戸数を超え
ていれば足りることを、地方公共団体に通知する。

【国土交通省】公営住宅建替事業の施行要件等について（平成27年1
月30日付け国土交通省住宅局住宅総合整備課長通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_861-
3

－ － －－ － －
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H26 872-
1

06_環境・衛
生

指定都市 さいたま市 環境省 B　地方
に対する
規制緩和

【循環型社会形成推進交付金
交付要綱について】交付日：平
成17年4月11日（改正：平成26
年4月1日　環境事務次官通知
から各都道府県知事あて）第二
定義２交付対象事業

循環型社会形成推進交
付金（廃焼却施設解体及
び廃棄物処理施設の改
良等）の補助要件の緩和

循環型社会形成推進交付金制度について
①交付対象基準をＣＯ₂排出量から設備の耐用年数に変
更すること
②施設の統廃合に伴う解体工事すべてを交付対象とす
ること

循環型社会形成推進交付金の交付条件の緩和
（１）施設の改良・改造に係る事業の交付条件をＣＯ₂排出量から設備の耐用年数も考慮するよう変更する
こと
循環型社会形成推進交付金交付取扱要領では、施設の改良・改造の条件が、「熱回収量の増強、省エ
ネルギー化等につながる設備」であることが基準となっており、施設稼働時のＣＯ₂排出量の削減が求めら
れている。このため、長寿命化対策として耐用年数を考慮して必要な設備の改良を行っているにもかかわ
らず、交付対象とならない状況が生じていることから、長寿命化につながる施設の改良・改造（基幹的設備
改良）が広く交付対象となるよう条件を緩和してほしい。
（２）施設の解体工事すべてを当該交付金の交付対象とすること
本市では、市域から発生する廃棄物を安定的に処理するために廃棄物処理施設の統廃合を計画的に進
めており、廃棄物処理施設を廃止・削減することにしている。当該交付金の交付条件は、跡地に廃棄物処
理施設の整備計画が伴わない解体工事に対しては、交付対象外となっている。施設の解体撤去に際して
は、一定の条件の下地方債を活用できる制度が創設されたが、焼却施設を解体する際は、残留ダイオキ
シン対策や汚染土壌対策工事が必要な事例も多く、一般的な施設解体工事に比べ多額であることから、
全ての解体工事を交付対象となるよう条件を緩和してほしい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 872-
2

06_環境・衛
生

指定都市 さいたま市 環境省 B　地方
に対する
規制緩和

【循環型社会形成推進交付金
交付要綱について】交付日：平
成17年4月11日（改正：平成26
年4月1日　環境事務次官通知
から各都道府県知事あて）第二
定義２交付対象事業

循環型社会形成推進交
付金（廃焼却施設解体及
び廃棄物処理施設の改
良等）の補助要件の緩和

循環型社会形成推進交付金制度について
①交付対象基準をＣＯ₂排出量から設備の耐用年数に変
更すること
②施設の統廃合に伴う解体工事すべてを交付対象とす
ること

循環型社会形成推進交付金の交付条件の緩和
（１）施設の改良・改造に係る事業の交付条件をＣＯ₂排出量から設備の耐用年数も考慮するよう変更する
こと
循環型社会形成推進交付金交付取扱要領では、施設の改良・改造の条件が、「熱回収量の増強、省エ
ネルギー化等につながる設備」であることが基準となっており、施設稼働時のＣＯ₂排出量の削減が求めら
れている。このため、長寿命化対策として耐用年数を考慮して必要な設備の改良を行っているにもかかわ
らず、交付対象とならない状況が生じていることから、長寿命化につながる施設の改良・改造（基幹的設備
改良）が広く交付対象となるよう条件を緩和してほしい。
（２）施設の解体工事すべてを当該交付金の交付対象とすること
本市では、市域から発生する廃棄物を安定的に処理するために廃棄物処理施設の統廃合を計画的に進
めており、廃棄物処理施設を廃止・削減することにしている。当該交付金の交付条件は、跡地に廃棄物処
理施設の整備計画が伴わない解体工事に対しては、交付対象外となっている。施設の解体撤去に際して
は、一定の条件の下地方債を活用できる制度が創設されたが、焼却施設を解体する際は、残留ダイオキ
シン対策や汚染土壌対策工事が必要な事例も多く、一般的な施設解体工事に比べ多額であることから、
全ての解体工事を交付対象となるよう条件を緩和してほしい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 87-3 09_土木・建
築

中核市 松山市 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

社会資本整備総合交付金交付
要綱
附属第２編
イ-12-（１）、イ-12-（11）

都市公園等の整備に係
る交付対象事業要件の
緩和

地域の実情に合った交付対象事業要件の緩和
１．イ-12-（１）都市公園事業の交付対象面積要件を「2ha
以上」から、街区公園程度（0.25ha）の面積に緩和。
２．イ-12-（１）都市公園事業の交付対象事業のうち帰宅
支援場所の機能を有する公園緑地について、対象となる
施設に遊戯施設を追加することに緩和。
３．イ-12-（11）市民緑地等整備事業の借地公園の整備
において、要件③で定められる“（平成23年度までに着
手された事業に限る。）”を恒久措置化、若しくは、期間
延長することに緩和。

要約版
【制度改正の経緯】
近年のゲーム機やスマホ・携帯電話の普及は社会現象になっており、多くの大人たちは子どもたちが外遊
びをしなくなったと懸念していることから、市民に最も身近に利用できる公園である街区公園は、「ボール
遊びのできる公園」や「健康遊具の設置」など地域ニーズに即した効率的で効果的な対応が求められてい
る。
【支障事例】
本市では、「市民１人当たりの公園面積10㎡以上」を目標にしているが現在約7.0㎡であり、他の中核市に
比較しても少ない状況であるが、整備が求められる中心市街地及び周辺住宅地では、要件となっている
2ha以上の用地確保が困難なことから、新規整備が停滞している。
一方、要件緩和されている「防災公園」においても「5)帰宅支援場所の機能を有する公園緑地」は、交付
対象事業に「遊戯施設」が含まれていない。
また、用地購入する場合と比べ経費を節減できる借地公園についても、平成23年度までに着手された事
業に限られ、新規公園整備の推進に支障となっている。
【懸念の解消策】
そこで、面積要件が街区公園程度（0.25ha）に緩和されること、及び、防災公園であっても防災機能を備え
た遊戯施設を設置すること、また、借地公園整備の期間を恒久措置化、若しくは、期間延長されることは、
地域住民に身近な公園整備が一層推進できる環境となる。
このことは、民間開発事業者が設置するべき公園・緑地を緩和でき、民間事業の促進につながる。
さらに、都市公園事業で街区公園の改築が可能となることで、策定した長寿命化計画に沿ったリフレッシュ
が可能となり、健全な公共施設管理につながる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 87-2 09_土木・建
築

中核市 松山市 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

社会資本整備総合交付金交付
要綱
附属第２編
イ-12-（１）、イ-12-（11）

都市公園等の整備に係
る交付対象事業要件の
緩和

地域の実情に合った交付対象事業要件の緩和
１．イ-12-（１）都市公園事業の交付対象面積要件を「2ha
以上」から、街区公園程度（0.25ha）の面積に緩和。
２．イ-12-（１）都市公園事業の交付対象事業のうち帰宅
支援場所の機能を有する公園緑地について、対象となる
施設に遊戯施設を追加することに緩和。
３．イ-12-（11）市民緑地等整備事業の借地公園の整備
において、要件③で定められる“（平成23年度までに着
手された事業に限る。）”を恒久措置化、若しくは、期間
延長することに緩和。

要約版
【制度改正の経緯】
近年のゲーム機やスマホ・携帯電話の普及は社会現象になっており、多くの大人たちは子どもたちが外遊
びをしなくなったと懸念していることから、市民に最も身近に利用できる公園である街区公園は、「ボール
遊びのできる公園」や「健康遊具の設置」など地域ニーズに即した効率的で効果的な対応が求められてい
る。
【支障事例】
本市では、「市民１人当たりの公園面積10㎡以上」を目標にしているが現在約7.0㎡であり、他の中核市に
比較しても少ない状況であるが、整備が求められる中心市街地及び周辺住宅地では、要件となっている
2ha以上の用地確保が困難なことから、新規整備が停滞している。
一方、要件緩和されている「防災公園」においても「5)帰宅支援場所の機能を有する公園緑地」は、交付
対象事業に「遊戯施設」が含まれていない。
また、用地購入する場合と比べ経費を節減できる借地公園についても、平成23年度までに着手された事
業に限られ、新規公園整備の推進に支障となっている。
【懸念の解消策】
そこで、面積要件が街区公園程度（0.25ha）に緩和されること、及び、防災公園であっても防災機能を備え
た遊戯施設を設置すること、また、借地公園整備の期間を恒久措置化、若しくは、期間延長されることは、
地域住民に身近な公園整備が一層推進できる環境となる。
このことは、民間開発事業者が設置するべき公園・緑地を緩和でき、民間事業の促進につながる。
さらに、都市公園事業で街区公園の改築が可能となることで、策定した長寿命化計画に沿ったリフレッシュ
が可能となり、健全な公共施設管理につながる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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提案
団体

年

H26 953-
1

03_医療・福
祉

知事会 中国地方知事会 内閣府、厚
生労働省

B　地方
に対する
規制緩和

「平成26年度保育緊急確保事
業費補助金の国庫補助につい
て」（H26.5.29府政共生第383号
内閣府事務次官通知）
「放課後児童健全育成事業費
等の国庫補助について」
（H26.4.1厚生労働省発雇児
0401第15号厚生労働事務次官
通知）

地域子育て支援拠点事
業、放課後児童クラブの
補助要件緩和

地域子育て支援拠点事業、放課後児童クラブの補助要
件緩和を緩和し、地方の実情に応じた制度とすること

人口減少の課題を抱えた地方においても、多様な保育ニーズへの対応を実情に応じて柔軟に対応できる
よう、補助要件を緩和し、小規模事業も実施可能とするべき。

≪地域子育て支援拠点事業≫
開設時間や職員の配置基準等の要件緩和
【支障事例】
・Ａ町では、町単独事業として子育て支援センターを運営しているが、補助がないため、安定的な運営が
難しい。
【提案実現の効果】
・現在、市町単独事業や事業者の自主事業として実施している地域子育て支援拠点事業の安定的かつ
充実した運営が図られる他、人口減少地域における更なる設置が期待される。

≪放課後児童クラブ≫
利用児童数の下限等の要件緩和
【支障事例】
・市町は小規模クラブに対する補助が受けられなくても、ニーズがあれば事業を継続せざるを得ない。
【提案実現の効果】
・小規模クラブを運営する市町への財政的な支援につながるため、クラブのより一層の資質向上が期待さ
れる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 953-
2

03_医療・福
祉

知事会 中国地方知事会 内閣府、厚
生労働省

B　地方
に対する
規制緩和

「平成26年度保育緊急確保事
業費補助金の国庫補助につい
て」（H26.5.29府政共生第383号
内閣府事務次官通知）
「放課後児童健全育成事業費
等の国庫補助について」
（H26.4.1厚生労働省発雇児
0401第15号厚生労働事務次官
通知）

地域子育て支援拠点事
業、放課後児童クラブの
補助要件緩和

地域子育て支援拠点事業、放課後児童クラブの補助要
件緩和を緩和し、地方の実情に応じた制度とすること

人口減少の課題を抱えた地方においても、多様な保育ニーズへの対応を実情に応じて柔軟に対応できる
よう、補助要件を緩和し、小規模事業も実施可能とするべき。

≪地域子育て支援拠点事業≫
開設時間や職員の配置基準等の要件緩和
【支障事例】
・Ａ町では、町単独事業として子育て支援センターを運営しているが、補助がないため、安定的な運営が
難しい。
【提案実現の効果】
・現在、市町単独事業や事業者の自主事業として実施している地域子育て支援拠点事業の安定的かつ
充実した運営が図られる他、人口減少地域における更なる設置が期待される。

≪放課後児童クラブ≫
利用児童数の下限等の要件緩和
【支障事例】
・市町は小規模クラブに対する補助が受けられなくても、ニーズがあれば事業を継続せざるを得ない。
【提案実現の効果】
・小規模クラブを運営する市町への財政的な支援につながるため、クラブのより一層の資質向上が期待さ
れる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 971-
1

01_土地利
用（農地除
く）

町村会 全国町村会 農林水産省
（林野庁）

B　地方
に対する
規制緩和

「森林法第26条の２第４項の規
定に基づく協議に係る農林水産
大臣の同意の基準等について」
（平成12年６月23日　林野庁治
山課長通知）
「規制緩和推進３か年計画に基
づく許認可等の審査・処理の迅
速化等について」（18林整治第
2729号）

市町村が施行者となる公
益的な事業の用地として
供する場合の保安林指
定解除の取扱い

「森林法第26条の２第４項の規定に基づく協議に係る農
林水産大臣の同意の基準等について」（平成12年６月23
日　林野庁治山課長通知）、「規制緩和推進３か年計画
に基づく許認可等の審査・処理の迅速化等について」
（18林整治第2729号）の改正

一の市町村内で完結する民有保安林であって、市町村が施行者となり事業を行う際に必要となる保安林
指定解除については、当該市町村に存する保安林における指定目的の達成と事業に伴う解除との間で
比較衡量を行ったものとして、市町村が策定する土地利用計画等に位置づけることにより、「公益上の理
由」による解除として取り扱うことができるよう基準の明確化を図る。
また、その申請に当たっては、市町村において当該計画等の策定段階で十分な比較衡量が行われてい
ることに鑑み、申請に係る都道府県知事の処理のうち、例えば「調査」「適否審査」については、相当程度
処理期間を短縮できると考えられることから、標準処理期間を短縮するなど、手続上の迅速化・簡素化を
図ることとする。
【求める制度改正の詳細】
森林法第26条の２第４項の規定に基づく協議に係る農林水産大臣の同意の基準等について（平成12年６
月23日　林野庁治山課長通知）を改正し、の１（２）に、「また一の市町村の区域内の保安林において市町
村が施行者となり行う事業のうち、当該市町村の策定する計画に位置付けられたものに係る指定解除」な
どを加える。
また、規制緩和推進３か年計画に基づく許認可等の審査・処理の迅速化等について（18林整治第2729
号）を改正し、（１）ウに「ただし、一の市町村内で完結する民有林について、当該市町村が指定解除を申
請する場合にあっては、２か月」を追加するなどの措置を講じる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 971-
2

01_土地利
用（農地除
く）

町村会 全国町村会 農林水産省
（林野庁）

B　地方
に対する
規制緩和

「森林法第26条の２第４項の規
定に基づく協議に係る農林水産
大臣の同意の基準等について」
（平成12年６月23日　林野庁治
山課長通知）
「規制緩和推進３か年計画に基
づく許認可等の審査・処理の迅
速化等について」（18林整治第
2729号）

市町村が施行者となる公
益的な事業の用地として
供する場合の保安林指
定解除の取扱い

「森林法第26条の２第４項の規定に基づく協議に係る農
林水産大臣の同意の基準等について」（平成12年６月23
日　林野庁治山課長通知）、「規制緩和推進３か年計画
に基づく許認可等の審査・処理の迅速化等について」
（18林整治第2729号）の改正

一の市町村内で完結する民有保安林であって、市町村が施行者となり事業を行う際に必要となる保安林
指定解除については、当該市町村に存する保安林における指定目的の達成と事業に伴う解除との間で
比較衡量を行ったものとして、市町村が策定する土地利用計画等に位置づけることにより、「公益上の理
由」による解除として取り扱うことができるよう基準の明確化を図る。
また、その申請に当たっては、市町村において当該計画等の策定段階で十分な比較衡量が行われてい
ることに鑑み、申請に係る都道府県知事の処理のうち、例えば「調査」「適否審査」については、相当程度
処理期間を短縮できると考えられることから、標準処理期間を短縮するなど、手続上の迅速化・簡素化を
図ることとする。
【求める制度改正の詳細】
森林法第26条の２第４項の規定に基づく協議に係る農林水産大臣の同意の基準等について（平成12年６
月23日　林野庁治山課長通知）を改正し、の１（２）に、「また一の市町村の区域内の保安林において市町
村が施行者となり行う事業のうち、当該市町村の策定する計画に位置付けられたものに係る指定解除」な
どを加える。
また、規制緩和推進３か年計画に基づく許認可等の審査・処理の迅速化等について（18林整治第2729
号）を改正し、（１）ウに「ただし、一の市町村内で完結する民有林について、当該市町村が指定解除を申
請する場合にあっては、２か月」を追加するなどの措置を講じる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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６【厚生労働省】
（21）放課後児童健全育成事業
放課後児童健全育成事業の補助要件について、子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、
平成27年度から、10人未満の放課後児童クラブについても補助対象とするよう見直す。

【内閣府】【厚生労働省】「放課後児童健全育成事業」の実施について
（平成27年5月21日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_953-
2

６　【農林水産省】
（４）森林法（昭26法249）
（ⅱ）保安林の解除（26条１項及び２項、26条の２第１項及び２項）について、市町村が策定し
た土地利用に関する計画に基づき当該市町村が実施主体となる事業の実施に伴い行う場
合、手続の円滑化に資するよう、「他に適地がない」等の用地事情の確認を行う範囲を当該計
画の区域内とすることを明確化し、地方公共団体に通知する。

【農林水産省】保安林解除に係る「用地事情」の考え方 について（平
成27年2月25日付け林野庁治山課企画班事務連絡）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_971-
1

６　【農林水産省】
（４）森林法（昭26法249）
（ⅱ）保安林の解除（26条１項及び２項、26条の２第１項及び２項）について、市町村が策定し
た土地利用に関する計画に基づき当該市町村が実施主体となる事業の実施に伴い行う場
合、手続の円滑化に資するよう、「他に適地がない」等の用地事情の確認を行う範囲を当該計
画の区域内とすることを明確化し、地方公共団体に通知する。

【農林水産省】保安林解除に係る「用地事情」の考え方 について（平
成27年2月25日付け林野庁治山課企画班事務連絡）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_971-
2


